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第一部 主要な労働関連法規に関する概要・運用について 

 

第１．はじめに 

 

 ミャンマーはアジア最後のフロンティアとして注目を浴びており、その理由の１つがミ

ャンマー人の識字率の高さ、人件費の安さ等の魅力的な労働市場に存する。具体的には、識

字率は 89.5％（男性 92.6％、女性 86.9％）1であり、人件費は東南アジアにおいて低いレベ

ルにある2。また、労働人口は約 3,300 万人であり3、増加が見込まれている。しかし、当然

ながらミャンマーにも労働法は存在し、未だに古い法律が多いものの、いずれの法律も効力

を有しており、労働法を遵守した上で労働者と向き合い、労使関係を円滑にする仕組みを考

える必要がある。近時、急速にミャンマーの労働法は整備されつつあり、2011 年以降のわ

ずかな期間で、8 つの重要な労働法が改正されている。 

そこで、本ガイドブックにおいては、日系企業のミャンマー進出およびミャンマーでの事

業運営の成功のみならず、ミャンマーにおける労働者の地位改善に寄与し、労使双方の利益

に寄与することを目的として、ミャンマーの労働法について、最新かつ正確な内容の提供お

よび実務上の慣習に関する情報提供を行う。なお、2011 年以前に成立した法律については

改正作業が進められているため、2011 年以降に成立した法律について、特に詳細に解説す

る。 

 

第２．労働法の概要 

 

日本と同様、ミャンマーにおいても労働関連法を全て纏めた労働法という１つの法典が

存在するわけではなく、労働に関する法律は多数制定されている。そのうち、従業員の基本

的な権利と義務に関する法律（The Law Prescribing the Fundamental Rights and Duties 

of People’s Workers, 1964）が、日本の労働基準法のように労働者の権利義務に関して基本

となる法律であったが、2011 年 12 月に廃止された。現在、それに代わる新たな基本法は制

定されていない。 

したがって、現状としては、図に列挙した 14 の個別法がそれぞれ、労働者の権利義務、

労働組織等の個別事項を規定している。具体的には、工場で働く労働者の労働時間について

は工場法により規定されており、店舗で働く労働者の労働時間については店舗及び商業施

設法により規定される等、規制内容を確認する際、どの法律を確認すれば良いかにつき直ぐ

                                                   
1 Department of Population, Ministry of Immigration & Population, The Republic of the Union of 
Myanmar (2015) 「The 2014 Myanmar Population and Housing Census, Data sheet」 

2 ジェトロ「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016年度調査）」 
3 Department of Population, Ministry of Immigration & Population, The Republic of the Union of 

Myanmar (2015) 「The 2014 Myanmar Population and Housing Census, Data sheet」 
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には判らず、複雑な法制度となっている。 

なお、表 1 に列挙されている法律に加え、ミャンマー投資法（The Myanmar Investment 

Law, 2016）により会社に対して課せられる規制、経済特区法（The Special Economic Zone 

Law, 2014）に基づき経済特区に設立された会社に対してのみ課せられる規制が存在する。 

 

表 1 

 法律名 

1 労働者災害補償法（The Workmen’s Compensation Act, 1923） 

2 雇用統計法（The Employment Statistics Act, 1948） 

3 工場法（The Factories Act, 1951） 

4 休暇及び休日法（The Leave and Holidays Act, 1951） 

5 油田（労働及び福利厚生）法（The Oilfields（Labour and Welfare）Act, 1951） 

6 雇用制限法（The Employment Restriction Act, 1959）4 

7 海外雇用に関する法（The Law relating to Overseas Employment, 1999） 

8 労働組織法（The Labour Organization Law, 2011） 

9 労働紛争解決法（The Settlement of Labour Dispute Law, 2012） 

10 社会保障法（The Social Security Law, 2012） 

11 最低賃金法（The Minimum Wages Law, 2013） 

12 雇用及び技術向上法（The Employment and Skill Development Law, 2013） 

13 賃金支払法（The Payment of Wages Law, 2016） 

14 店舗及び商業施設法（The Shops and Establishments Law, 2016） 

 

第３．労働者災害補償法 

本法は、労働者が就業中に負傷した場合は、使用者が補償しなければならない旨規定して

いる。具体的には、①死亡した場合、②全面的身体障害になった場合、③永久的部分的身体

障害になった場合、④一時的身体障害になった場合、⑤他者の介助が常時必要になった場合、

の各補償について規定している。但し、例外として、負傷の原因が次のような事由に起因す

る場合には補償義務を負わない。すなわち、(a)負傷時に飲酒、薬物使用により精神喪失状

態にあった場合、(b)安全管理の観点から明示的に与えられた業務命令や規則に対し負傷者

が故意に従わなかった場合、(c)安全管理のために設けられたことが明らかな予防手段を負

傷者が故意に取り除いたり、無視した場合である。なお、労働者が特定の業種において、少

なくとも 6 か月以上継続的に雇用され、その職業に固有の職業病に罹患した場合は、雇用

者がその反証を提示できない限り、当該疾患も就業上の負傷の場合と同様の取扱いとなる5。 

 社会保障法と労働者災害補償法との関係について、社会保障法に基づく労災保険に加入

                                                   
4 雇用制限法については法文を入手できなかったため、本ガイドブックにおいては解説を省略する。 
5 ヤンゴン日本人商工会議所、ジェトロ・ヤンゴン事務所『ミャンマービジネスガイドブック（2014－

2015）』第 5章参考資料 1（2015年） 
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している労働者は社会保障法のみ適用され、労働者災害補償法は適用されない。 

 なお、本法に基づく労災補償は実務上十分に機能しておらず、労働者に対する補償制度と

して不十分な現状に鑑み、会社独自の労災補償に関する規定を整備している会社も存する。 

 

第４．雇用統計法 

本法に基づき、当局は、特定の業種又は全ての業種の使用者に対し、以下の項目に関する

統計を提出するよう求めることができる。 

①一般家庭で消費する各種財の価格、②欠勤、③生活水準、④債務状況、⑤家賃、⑥賃金、

⑦積立金（Provident Fund）、⑧諸手当等（Fringe benefits）、⑨就業時間、⑩失業、⑪労使

紛争、⑫疾病、⑬従業員数とカテゴリー、⑭休暇、⑮生産性の各項目である6。 

 

第５．工場法 

１．概要 

 工場法は 1951 年に制定され、2016 年に本法を一部改正する法律が成立した。工場に

おける各種設備等の設置義務、工場における労働者の労働条件等を規定している。 

 

２．定義 

工場法における「工場」とは、①5 人以上人が働いており、かつ、動力を用いて稼動し

ている又は動力の一部が製造工程として稼働している又は通常稼働していた区域を含む

建物、又は、②10 人以上人が働いており、かつ、動力を用いない製造工程が稼動してい

る区域を含む建物意味する（工場法 2 条）。 

「労働者」とは、賃金の有無に拘らず、製造工程において、製造工程に用いられる機械

若しくは建物の清掃において、又は、製造工程若しくは製造工程の対象となるものに付随

若しくは関連する業務において、雇用される者を意味する。また、製造工程が稼動してい

ない場所における監督者、警備員、運転手、清掃人、料理人、郵便配達人、庭師及び他の

一般労働者も含まれる（工場法改正法 3 条（f））。 

 

３．適用範囲 

 工場法の適用範囲は、工場の労働者のみならず、以下に関連する労働者に対しても適用

される。 

①20 人以上が働いている倉庫又は貯蔵所。 

②動力が使用されている港、波止場、埠頭、又は関連して使用されている倉庫。 

③港、波止場若しくは埠頭における、荷物の積み降ろし又は給油作業。 

④自動車の修理又は塗装のための作業場、プレス工場、石油工場。 

                                                   
6 ヤンゴン日本人商工会議所、ジェトロ・ヤンゴン事務所『ミャンマービジネスガイドブック（2014－

2015）』第 5章参考資料（2015年） 
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４．安全配慮及び環境整備義務 

工場における労働者の公衆衛生に関し、工場は次の義務を負う。すなわち、公衆衛生の

維持及び悪臭の除去（工場法 13 条 1 項）、廃棄物及び排出物の処理において環境に悪影

響を与えない措置をとること（第 14 条 1 項）、換気及び適温の維持（工場法 15 条 1 項）、

ゴミ及び煙霧の除去（工場法 16 条 1 項）、加湿の基準及び方法の遵守（工場法 17 条 1

項）、過密労働の防止（工場法 18 条 1 項）、十分な照明の確保（工場法 19 条 1 項）、適切

な飲料水の供給（工場法 20 条 1 項）、十分な便所の設置（工場法 21 条 1 項）義務であ

る。 

工場における労働者の安全に関し、工場は次の義務を負う。すなわち、発電機等の周囲

のフェンス設置（工場法 23 条）、発電機等を取扱う又は付近の労働者に関する基準の遵

守（工場法 24 条）、18 歳未満の労働者が危険な機械を取扱う際の基準の遵守（工場法 25

条）、床、通路及び階段等の安全の確保（工場法 34 条）、工場の穴、排水等の蓋の設置又

は周囲のフェンス設置（工場法 35 条）、過重運搬及び積荷等の禁止（工場法 36 条）、目

の保護（工場法 37 条）、発火性物質、気体の爆発防止（工場法 39 条）、火災発生防止（工

場法 40 条）義務等である。 

 

工場における福利として、女性と男性を分けた上で、十分かつ清潔なシャワーの設置

（工場法 44 条）、十分な椅子の設置（工場法 46 条）、応急処置箱又は棚の設置及び労働

時間中の容易な利用の確保（工場法 47 条）、十分な休憩室及び給水器を設置したランチ

部屋の設置（工場法 49 条）等の義務を負う。また、使用者は、工場での労災を減らすこ

とを目的とし、労働・雇用・社会保障省7（労働・入国管理・人口省、以下「労働省」と略

称する）が認める職場の安全や健康に関する研修に参加しなければならない（工場法改正

法 43 条（a））。 

 

５．労働時間及び時間外労働 

 工場における 18 歳以上の労働者の労働時間は、原則として 1 週間で 44 時間以内、1 日

で 8 時間以内である（工場法 59 条及び 62 条）。但し、技術的理由により労働を継続しな

ければならない場合、週 48 時間まで認められる（工場法 59 条）。かかる所定労働時間を

超える場合、原則として通常の 2 倍の賃金を支払わなければならない（工場法 73 条）。 

工場における 18 歳以上の労働者の労働時間は、休憩抜きで 5 時間を超えてはならず、

5 時間を超える前に 30 分以上の休憩を付与しなければならない（工場法 63 条）。労働者

の労働時間及び休憩時間の合計時間は、原則として 10 時間を超えてはならない（工場法

64 条）。 

 

６．休日 

                                                   
7労働・雇用・社会保障省は 2016年 4月の省庁再編に伴い労働・入国管理・人口省に再編された。 
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 工場は日曜日が法定休日とされており、日曜日の前後 3 日以内に代休が付与されない

限り労働者は日曜に労働する義務を負わない（工場法 60 条）。また、労働者を休日に働か

せる必要がある場合、使用者は労働者の同意を得たうえで、当局に対して 3 日前に通知

しなければならない旨規定されている（工場法 60 条）。工場法 60 条に基づき代休が付与

されない場合においても、休日出勤した月又は当月の翌々月までの間に代休を付与しな

ければならない（工場法 61 条）。 

 

７．女性への配慮 

 妊婦の労働者に対して夜間に働かせてはならず、賃金などを変更することなく負担の

軽い業務にする必要がある（工場法 36 条（4））。 

 また、子供を有する女性労働者が 100 名を超える工場においては、保育所を設置しな

ければならない。100 名以下の場合、5 歳以下の子供用の保育所を配置する必要がある（工

場法 50 条（1））。 

 

 

第６．休暇及び休日法 

１．概要 

本法は、1951 年に成立した古い法律であるが、2014 年 7 月 18 日に本法を一部改正す

る法律が成立した。本法は休暇及び休日について規定しており、本法の適用対象事業は、

全ての事業である（休暇及び休日法 2 条 2 項）。対象労働者は、常勤労働者のみならず、

臨時労働者、日雇労働者も含まれる。但し、家族従業者、共同経営者、料理人、清掃人、

ベビーシッター、警備員は除かれる（同条 4 項）。 

 

２．休日 

休日について、使用者は少なくとも週に 1 日は有給にて休みを認めなければならない

（休暇及び休日法 3 条 4 項）。祝日について、政府の通知により規定された日を祝日とさ

れる（同条 1 項）。毎年変動する祝日も存在し、在日本ミャンマー大使館やジェトロのホ

ームページ等を参照して確認するのが望ましい8。なお、休日と祝日が重なった場合、振

替休日を付与する義務はない。休日又は祝日に出勤させた場合、平均賃金の 2 倍及び通

常の生活費手当を支払わなければならない（同条 2 項）。 

 

３．有給休暇 

休暇について、有給休暇、臨時休暇、医療休暇、産休の 4 種類が規定されている。その

うち、有給休暇は目的にかかわらず年間 10 日間の有給での休暇取得が認められる。対象

となる労働者は、12 ヶ月間以上勤務し、かつ、各月 20 日以上働いた労働者のみである

                                                   
8 ジェトロ（http://www.jetro.go.jp/world/asia/mm/holiday/）及び在日本ミャンマー大使館

（http://www.myanmar-embassy-tokyo.net）ホームページ参照 
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（休暇及び休日法 4 条 1 項、2 項）。但し、途中で合計で 90 日間を超えない病気、事故、

本法に基づく休暇の取得、適法なストライキ又はロックアウトにより欠勤した場合にお

いても 12 か月以上勤務したものと看做される。 

未取得の有給休暇の繰越について、使用者と労働者が合意した場合、3 年を超えない期

間において認められる（同条 3 項）。また、労働者が有給休暇を全て取得する前に、退職、

解雇、死亡した場合、残存有給休暇日数に対して当該事由発生日直前の 30 日間の平均日

給により計算した額を使用者は労働者に対して支払わなければならない。当該支払いは、

退職又は解雇の場合は 2 日以内に、死亡の場合には請求受領後できる限り早く支払わな

ければならない（同条 5 項）。 

 

４．臨時休暇 

臨時休暇は冠婚葬祭等の緊急の私的用事のために年間 6 日間の有給での休暇取得が認

められる。対象となる労働者について、勤続期間等の要件は課せられておらず、就労して

間もない労働者に対しても認められる（休暇及び休日法 5 条 1 項）。 

取得方法について、1 回当たりの取得期間は 3 日間が最長とされ、かつ、他の種類の休

暇と合わせて取得することは認められない（同条 2 項）。 

未取得の臨時休暇については翌年に繰越されない（同条 3 項）。 

 

５．医療休暇 

医療休暇は病気の治療等のために年間 30 日間の有給での休暇取得が認められる。対象

となる労働者は、6 か月以上勤続した労働者のみである。但し、最初の 3 日間は半額の支

払となる。また、6 か月未満の労働者も無給での医療休暇取得は認められる（休暇及び休

日法 6 条 1 項）。労働者は、週毎に給与の支払いを請求できる（同条 4 項）。 

取得方法について、有給休暇と組合わせて連続して取得することも可能である（休暇及

び休日法 7 条）。 

未取得の医療休暇については翌年に繰越されない（休暇及び休日法 6 条 5 項）。 

 

６．産休 

妊婦は産前 6 週間、産後 8 週間の有給での休暇取得が認められる。対象となる労働者

について、勤続期間等の要件は課せられていない。 

取得方法について、医療休暇と組合わせて連続して取得することも可能である（休暇及

び休日法 7A 条）。 

 

第７．油田（労働及び福利厚生）法 

本法は工場法に似た性格を有するものであるが、油田施設において働く労働者にのみ適

用される。油田施設で就労するものの保健、安全、福利厚生、就業時間、休日について規定
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しており、工場法の規定とほぼ同じである9。 

第８．海外雇用に関する法律 

１．概要 

 海外雇用に関する法律は、海外での雇用を希望する者のサービスエージェントライセ

ンス等について規定している法律である。 

 

２．定義 

 「海外雇用」とは、船員、海外の公務員又は政府機関によって任命された専門家の雇用

を除く、一定期間の海外における雇用を意味する。当該用語は、国際連合機関及びその他

の専門機関における雇用も含む（海外雇用に関する法律 2 条（a））。 

 「労働者」とは、海外雇用における労働者、海外雇用に参加するよう任命された労働者、

実習生として任命された者を意味する（同条（b））。 

 「サービスエージェント」とは、個人又は組織が、所定の手数料を得た上で、海外にお

ける雇用を求める者のため、雇用を確保する活動を代理することを意味する（同条（c））。 

 

３． 海外雇用に関する法律に基づき設置される機関 

 海外雇用に関する法律に基づき、中央委員会及び監督委員会が設置されている。中央委

員会は監督委員会の上位機関であり、海外雇用に関する方針の策定、サービスエージェン

トライセンスの交付、取消等に関する指導等を行う（海外雇用に関する法律 6 条）。監督

委員会は、中央委員会が策定した方針の実施、違法な海外雇用の防止、サービスエージェ

ントライセンスの発行、取消等に関する事項の決定等を行う（海外雇用に関する法律 8

条）。 

 

４． 労働者の権利及び義務 

 海外雇用希望者は、労働局が強制登録の対象とする海外雇用の種類については、海外雇

用希望者として労働局に登録しなければならない。海外雇用希望者として登録した者が

海外雇用を得た場合、労働者として労働局に登録しなければならない（海外雇用に関する

法律 9 条）。強制登録の対象外の海外雇用であっても、海外雇用を得た場合、労働者とし

て登録しなければならない（海外雇用に関する法律 10 条）。 

 出国前の労働者は、所定の健康診断書の取得及び登録証明書の取得が必要となる（海外

雇用に関する法律 20 条）。海外雇用後は、労働者は、労働条件が通常と異なる場合、サー

ビスエージェントに報告する義務を負い、就労を行わない場合、当該国のミャンマー大使

館等に報告する義務を負う（海外雇用に関する法律 21 条）。また、所定の手数料を労働局

又はサービスエージェントに支払わなければならない（海外雇用に関する法律 23 条）。 

 労働者は、海外の職場において被った損害について、サービスエージェントを通じて損

                                                   
9 ヤンゴン日本人商工会議所、ジェトロ・ヤンゴン事務所『ミャンマービジネスガイドブック（2014－

2015）』第 5章参考資料（2015年） 
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害賠償を請求する権利を有し、海外雇用に関する権利の損害について民事又は刑事裁判

を起こす権利を有する（海外雇用に関する法律 24 条）。 

 

５． サービスエージェントライセンス 

サービスエージェント業務の実施を希望する場合、労働局が発行するサービスエージ

ェントライセンス（以下「ライセンス」という。）を取得しなければならない（海外雇用

に関する法律 13 条）。当該申請を労働局が審査し、ライセンスの交付の可否を決定する。

但し、交付を拒否する場合には、監督委員会の承認を得なければならない。交付が認めら

れた場合、所定のライセンス料を支払後、ライセンスが交付される（海外雇用に関する法

律 14 条）。 

ライセンス保有者は、ライセンスの条件遵守義務、労働者の権利が侵害された場合に海

外雇用者と連絡を取り、労働者の権利を回復する義務、労働局への海外雇用に関する会計

報告義務等を負う（海外雇用に関する法律 25 条）。ライセンスの条件違反、ライセンスの

無断譲渡、労働者に対する業務の不履行等の事由が生じた場合、ライセンスが取消される

場合がある（海外雇用に関する法律 15 条）。 

 

第９．労働組織法 

１．概要 

 近時、ミャンマーにおいても工業団地に所在する工場等において賃金の増額等を求め

るストライキが増加している。このようなストライキに関する法律として、労働組織法が

存在する。現在の労働組織法は、労働組合法（The Trade Union Act, 1926 年）を改正す

る形で、2011 年 10 月 11 日に成立した。同法は、1962 年以降結成が禁止されていた労

働組織の結成について、一定の条件を満たした場合には認め、ストライキ権についても認

めている。 

 

２．定義 

本法10における「労働者」とは、経済活動に従事する労働によって生活する者であり、

日雇い労働者、臨時労働者、農業労働者、家事労働者、政府職員さらに見習いを含む。但

し、軍隊勤務者、警察官、軍隊の管理下にある戦闘組織に従事する者は除かれる（労働組

織法 1 条（a））。したがって、外国会社の従業員は本法における労働者に含まれることと

なる。 

他方、「使用者」とは、雇用契約上の同意によって 1 人以上の労働者を雇用する者であ

り、労働者を直接又は間接的に管理し、監督し、指揮命令し、賃金を支払う者を含む。こ

れは使用者を合法的に代理する者も含む（同条（b））。 

                                                   
10 本法の各条文の日本語訳は「ミャンマー労働組合法制（１）～労働組織法の翻訳」アジア労働法研究会

（香川孝三＝神尾真知子＝押見（斉藤）善久＝藤川久昭）季刊労働法 239号（2012年冬季）を参照して

いる。 
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３．労働組織の結成 

労働組織に関して、複数の階層の労働組織が予定されており、単位労働組織、タウンシ

ップの労働組織、地域又は州の労働組織、労働連盟、ミャンマー労働連合が存在する（労

働組織法 2 条（h）、図 1 参照。）。基本となる単位労働組織の組成については、30 人以上

の労働者によって結成する必要があり、かつ、関連する事業又は活動11の単位の 10％以

上の労働者からの推挙が必要となる（労働組織法 4 条（a）（i）前段、（ii））。労働者が 30

人未満の事業又は活動の場合、同じ性質の他の事業又は活動の単位と共に結成すること

ができる（同条（a）（i）後段）。単位は、工場、事業場、製造業等の職業である（同条（c））。

結成した労働組織は、訴訟を起こし、訴えられる権利を有する（労働組織法 5 条）。また、

労働組織は構成員の過半数の承認を得た上で必要的記載事項を含む組合規約を作成しな

ければならない（労働組織法 10 条）。さらに、労働組織は登録を強制されており、登録官

又は主任登録官に登録を申請しなければならない（労働組織法 11 条(a)）。  

                                                   
11 「事業又は活動とは、ミャンマー国内での国営又は民間企業の工場、事業場及び生産現場、建設業、修

繕業、工業、輸送業、サービス業その他の訓練作業を意味し、政府の部局及び組織を含む。」（労働組織法

2条（c）） 
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【図 1】労働組織の種類 

 

ミャンマー労働連合 

エリア：国 

設置要件：関連する労働連盟の 20%以上 

 

               ↑ 

 

労働連盟 

エリア：国 

設置要件：関連する管区又は州の労働組織の 10%以

上 

 

               ↑ 

 

管区又は州の労働組織 

エリア：管区又は州政府 

設置要件：関連する管区又は州で結成されるタウン

シップの労働組織の 10%以上 

 

               ↑ 

 

タウンシップの労働組織 

設置者：タウンシップ 

設置要件：関連するタウンシップで結成される単位

労働組織の 10%以上 

 

               ↑ 

 

単位労働組織 

エリア：原則として同じ業種又は事業 

設置要件：30 人以上かつ全労働者の 10%以上 
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４．労働組織の権利 

 労働組織は、労働者が解雇された場合、解雇理由が労働組織の構成員であること等を理

由とすると信ずるに足る理由がある場合、使用者に再雇用を求めることができる（労働組

織法 18 条）。また、労使間の紛争や政府に対する不服申し立ての場合等に代表者を参加

させる権利及び団体交渉権を有する（労働組織法 19 条、20 条、21 条）。 

 さらに、労働組織は入会金や組織の会員費等により基金を設立する権利を有する。但し、

組織の会員費は労働者の賃金の 2%を超えてはならない（労働組織法 24 条、25 条）。 

 

５．ストライキ権 

ストライキとは、紛争事項に関係する生産やサービスを低下させる意図を持って、一部

又は全員の労働者の決定による労務提供の拒否、又は仕事の能率低下、その他の集団的行

為を意味する。但し、労務提供拒否によって生命や健康に突然深刻な危険をもたらす恐れ

があると信じる正当な理由がある場合の労務提供拒否は含まれない（労働組織法 2条（g））。 

ストライキ権を行使するためには、所定の手続を経て行わなければならない。この手続

は公益事業か否かで異なる。公益事業とは、運輸業、港湾業及び港での荷物運搬業、郵便、

テレックス、ファックス業、情報・通信技術に関する事業、石油採掘・石油配送業、糞尿

処理業・清掃業、電気又は燃料の生産、配送、分配に関わる事業、金融業及び政府によっ

て公益事業と指定される事業をいう（同条（e））。 

公益事業以外の事業においては、労働組織は、過半数以上の構成員の賛成によって、少

なくとも 3 日前に関連する使用者及び管轄調停機関に対して予告することによってスト

ライキを実行することができる（労働組織法 39 条）。予告内容として、日、場所、参加者

数、方法及び時間が要求される。 

公益事業の場合、過半数以上の構成員の賛成に基づきストライキを行うときは、関連す

る労働連盟の指令に従い、少なくともストライキの 14 日前までに関連する使用者及び管

轄調停機関に通知を行う必要がある（労働組織法 38 条（a））。また、労働者のストライキ

権に影響しない範囲内で対応し、紛争に優先すべき最低限度のサービスについて交渉し、

議論し、決定しなければならない。そのなかで、使用者と労働組織は、ストライキの期間

中に補填が必要なポストの数と種類及び仕事に残ることが求められる人員に関する合意

の達成に努力しなければならない。合意に達することができなかった場合、当該最低限の

サービスは管轄裁判所によって決定される（同条（b））。 

 

６．ロックアウト 

ロックアウトとは、労使間の紛争の結果行われる一時的な作業場の閉鎖、業務の中止、

又は労働者が事業場で労務を提供することの拒否をいう（労働組織法 2 条（f））。手続と

しては、関連する労働組織と管轄調停機関に対して少なくともロックアウトの 14 日前ま

でにロックアウトの開始日及びその期間を予告し、調停機関の承認を得る必要がある（労

働組織法 37 条）。 

なお、労使紛争解決手続が係属中であることを理由としてロックアウトを行ってはな
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らない（労働組織法 44 条（a））。 

 

第１０．労働紛争解決法 

１．概要 

労働紛争法（The Trade Disputes Act, 1929）を改正する形で、2012 年 3 月 28 日に労

働紛争解決法が制定された。また、2014 年 9 月 30 日に本法を一部改正する法律が制定

された。改正内容としては、罰金額の引き上げ等であり、内容に大きな変更はない。 

労働紛争解決法は、労働者の権利保護、使用者と労働者間の良好な関係の構築、良好な

職場環境の構築、公平、公正、迅速な使用者と労働者間の紛争の解決を目的としている（労

働紛争解決法前文）。 

 本法の適用対象となる労働者は、経済活動又は生活のため自ら労働を行う日雇労働者、

臨時労働者、農業労働者、家事労働者、公務員、見習いである（労働紛争解決法 2 条（a））。 

 また、本法は紛争を個別紛争12と団体紛争13とに分けて取り扱っており、主に団体紛争

の解決に関して規定されている。 

 

２．各機関 

 （１）職場調整委員会 

30 人以上の労働者がいる事業所の場合、使用者は職場調整委員会を設置しなければな

らない（労働紛争解決法 3 条柱書）。したがって、30 人以上労働者を雇用する製造業等の

会社は本条項に基づき職場調整委員会を設置する義務を負う点に留意する必要がある。 

職場調整委員会の構成は労働組織の有無によって異なり、労働組織が存在する場合に

は、各組織の 2 名の代表及び同数の使用者代表から構成される（同条（a））。労働組織が

ない場合には、労働者が選挙により選出した労働者代表 2 名及び使用者代表 2 名で構成

される（同条（b））。職場調整委員会の任期は 1 年である（労働紛争解決法 4 条（b））。 

職場調整委員会は、労使間の良好な関係、労働環境、職場環境、福利厚生及び生産性を

向上させなければならない（労働紛争解決法 5 条）。労働者、労働組織又は使用者が苦情

を職場調整委員会に申し立てた場合、職場調整委員会は申立を受領した日から公休日を

除く 5 日以内に交渉及び解決しなければならない（労働紛争解決法 6 条（a））。 

紛争を解決した場合、職場調整委員会は上級機関である調停機関の求めに応じて解決

記録を送付する。労働者が 30 人未満であるために職場調整委員会が設置されていない場

合、使用者が職場調整委員会と同様の役割を果たす必要があり、苦情が使用者に申し立て

られた場合、使用者が当該紛争を解決しなければならない（労働紛争解決法 7 条）。 

 

（２）調停機関 

                                                   
12 使用者と、1人又は複数の労働者との間における既存の法令、規則、雇用条件等に関連する紛争を意味

する（労働紛争解決法 2条（n））。 
13 使用者と労働組織との間における職場環境、職場における労働組織の認知、労使関係等に関連する紛争

を意味する（労働紛争解決法 2条（o））。 
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管区又は州政府は、管区又は州内のタウンシップにおいて 11 名で構成される調停機関

を組織しなければならない（労働紛争解決法 10 条）。 

 

（３）紛争解決仲裁機関 

労働省は、管区又は州において 11 名で構成される紛争解決仲裁機関を組織しなければ

ならない（労働紛争解決法 16 条（a））。自治管区又は自治地域においても、政府の承認を

得た上で紛争解決仲裁機関を組織できる（同条（b））。 

 

（４）紛争解決仲裁評議会 

労働省は、政府の承認を得た上で、優れた法律専門家及び労働問題の専門家 15 名で構

成される紛争解決仲裁評議会を組織しなければならない（労働紛争解決法 19 条）。 

各機関を通じた団体紛争解決の流れは以下のとおりである（図 2 参照）。 

 

【図 2】労働紛争解決法に基づく団体紛争解決の流れ 

 

職場調整委員会 

設置者：使用者 

設置単位：30 人以上の労働者がいる事業場 

 

               ↓ 

 

調停機関 

設置者：管区又は州政府 

設置単位：管区又は州内のタウンシップ 

 

               ↓ 

 

紛争解決仲裁機関 

設置者：労働省 

設置単位：管区又は州 

 

               ↓ 

 

紛争解決仲裁評議会 

設置者：労働省 

設置単位：国 

３．紛争解決の流れ 
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（１）個別紛争の場合 

使用者又は労働者は苦情を調停機関に申し立てることができ、調停機関は、受理した紛

争事件を個人紛争と団体紛争とに分類する（労働紛争解決法 9 条、12 条）。個人紛争に分

類され、調停機関の判断に不服がある場合、不服を有する者又は法的代理人により管轄裁

判所に訴訟を提起することができる（労働紛争解決法 23 条）。 

 

（２）団体紛争の場合 

調停機関は、事件の認知日又は受理日から公休日を除く 3 日以内に調停しなければな

らない（労働紛争解決法 24 条（a））。調停機関は、解決に至らなかった団体紛争を管轄の

紛争解決仲裁機関に移送することを当該紛争の関係者に知らせなければならない（労働

紛争解決法 25 条）。移送の際は審理記録と共に所見を公休日を除く 2 日以内に移送しな

ければならず、団体紛争の概要報告書を管轄管区又は州政府に提出しなければならない

（労働紛争解決法 26 条）。なお、調停機関の調停に不服のある場合、管轄裁判所に訴えを

提起できる（労働紛争解決法 23 条）。 

紛争解決仲裁機関は、調停機関より移送を受けた日から公休日を除く 7 日以内に判断

を行わなければならず、判断日から公休日を除く 2 日以内に当該判断を関係者に送付し

なければならない。当該判断が不可欠なサービス又は公共サービスに関する場合、労働省

及び管轄管区又は州政府に判断の謄本を送付しなければならない（労働紛争解決法 27条）。 

いずれの当事者も、紛争解決仲裁機関の判断に不服のある場合、①両当事者により判断

受領日から公休日を除く 7 日以内に紛争解決仲裁評議会に申立てを行うか、②法律に基

づきロックアウト又はストライキを行うことができる（労働紛争解決法 28 条）。但し、不

可欠なサービスに関する紛争解決仲裁機関の判断に不服のある当事者であれば片方の当

事者のみであっても、判断受領日から公休日を除く 7 日以内に紛争解決仲裁評議会に申

立てを行うことができる（労働紛争解決法 29 条）。 

紛争解決仲裁評議会は、労働紛争解決法 28 条に基づく申立の場合、申立受理日から公

休日を除く 14 日以内に判断を行わなければならず、判断日から公休日を除く 2 日以内に

当該判断を関係者に送付しなければならない（労働紛争解決法 31 条）。労働紛争解決法

29 条に基づく申立の場合、申立受理日から公休日を除く 7 日以内に判断を行わなければ

ならず、判断日から公休日を除く 2 日以内に当該判断を関係者に送付しなければならな

い（労働紛争解決法 31 条）。 

 

４．判断の効力 

紛争解決仲裁機関の判断に両当事者が合意した場合、当該判断は判断日から効力を生

じる（労働紛争解決法 34 条）。紛争解決仲裁評議会の判断は判断日から効力を生じる（労

働紛争解決法 35 条）。判断が効力を生じてから 3 か月経過後、当事者間の合意により判

断内容を変更することができる（労働紛争解決法 36 条）。判断の効力は、当該紛争の関係

者、当該紛争の使用者の法的承継者、紛争時又は紛争後当該事業で働く労働者に及ぶ（労

働紛争解決法 37 条）。 
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５．当事者の義務 

 使用者は、所定の期間中、十分な理由なく当該紛争に関する交渉及び調整を怠ってはな

らない。また、紛争開始前及び紛争期間中、労働者に関する条件について、労働者の利益

に影響を与える変更を行ってはならない（労働紛争解決法 38 条、39 条）。 

 いずれの当事者も、紛争解決仲裁機関による調整等を受け入れることなくロックアウ

ト又はストライキを行ってはならない。また、判断若しくは契約が有効な間はロックアウ

ト又はストライキを行ってはならない（労働紛争解決法 40 条、41 条）。さらに、紛争解

決仲裁機関等が紛争を精査するための書類を閲覧等できるよう手配しなければならず、

召喚の通知を受けた者は、正当な理由なしに本人又は法的代理人が所定の期間内に出頭

しないことは認められない（労働紛争解決法 44 条、45 条）。 

 

６．その他 

 当事者は、本法に基づく機関において審理中であっても、刑事又は民事裁判を提起する

ことを妨げられない（労働紛争解決法 52 条）。 

ストライキは、雇用契約の一時停止を意味するため、使用者は、ストライキ期間中の賃

金を支払う義務を負わない（労働紛争解決法 54 条）。 

 紛争解決仲裁機関等に書面を提出する際、秘密保持を希望する書面についてはその旨

を申し立てることができる（労働紛争解決法 57 条）。 

 

第１１．社会保障法 

１．概要 

社会保障法（The Social Security Act, 1954）を改正する形で、2012 年 8 月 31 日に新

たな社会保障法（The Social Security Law, 2012）が制定された（社会保障法 104 条）。

同法は 2014 年 4 月 1 日に施行され、同月 2 日に施行細則（Notification No.41/2014, 

Ministry of Labor, Employment and Social Security）が制定された。新たな社会保障法

は、1954 年の社会保障法と異なり、失業保険制度が新設される等、より労働者保護に資

する内容となっている。 

 

２．加入対象 

施設14において労働省及び社会保障委員会によって決定された所定の人数以上の労働

者を雇用している会社は社会保障制度に加入しなければならない（社会保障法 11条（a）、

社会保障法施行細則 40 条）。強制加入の対象外の業種は非営利組織や国際機関等に限定

されており、使用者の家族以外の労働者は原則として社会保障制度の強制加入の対象と

なる（社会保障法 12 条（a）、社会保障法施行細則 42 条（a））。日本と同様に、強制加入

義務のない業種の使用者及び労働者であっても、任意に社会保保障制度に加入すること

                                                   
14 製造業、政府機関、開発機関、金融機関、株式会社、店舗等 
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は可能である（社会保障法施行細則 44 条（a））。 

社会保障事務所は、登録後、使用者に対して登録証明書を発行し、労働者に対して社会

保険カードを発行しなければならない（社会保障法施行細則 46 条）。 

なお、退職した場合等には社会保障制度から脱退できる（社会保障法施行細則154条）。 

 

３．社会保障料 

社会保障に関する使用者及び労働者の社会保障料は以下のとおりであり、いずれの負

担率も対象労働者の月給に基づく（社会保障法施行細則 55 条）。 

 

 基金の種類 負担率 

①  健康及び社会医療基金 加入時に労働者の年齢が 60 歳以内の場

合：使用者：2％、労働者：2％ 

加入時に労働者の年齢が 60 歳を超えて

いる場合：使用者：2.5％、労働者：2.5％ 

②  障害給付、老齢年金、遺族給付基金 使用者：3％、労働者：3％ 

③  失業給付金基金 使用者：1％、労働者：1％ 

④  社会保障住宅基金 労働者：25％以上 

⑤  労災保険基金 使用者：1％15 

 

使用者は、労働者が負担する社会保障料を労働者の給与から控除し、使用者が負担する

社会保障料とともに、社会保障事務所に対して支払わなければならない（社会保障法 18

条（b）、社会保障法施行細則 54 条（a））。支払時期につき、使用者は、上記①及び⑤につ

いては、社会保障法の施行日から支払を開始しなければならないものの、②乃至④につい

ては、労働省が通知により決定した日より支払いを開始しなければならず（社会保障法施

行細則 56 条、59 条）、現時点においては当該通知は発出されていない16。 

社会保障委員会は、社会保険制度及び労災保険制度の負担額の支払の有無の確認等の

ために、職員を派遣し、質問及び立入り検査等を行うことができる（社会保障法 49 条）。 

基準となる月給について、最低賃金法により定められた最低賃金を下回ることはでき

ず、また、最低賃金法により定められた最低賃金の 6 倍を上回ることはできない（社会保

障法施行細則 60 条（b））。当該月給には、基本給、特別手当、時間外手当、その他の毎月

の追加的支払が含まれる（同条（c））。月給を判断する際、歴月が基本となる（社会保障

                                                   
15 1年間の労災永続障害給付受給者及び遺族給付受給者が全労働者の 5％未満の場合には、当該負担率が継

続される（社会保障法 50条、51条（a）、社会保障法施行細則 58条（a）（b））。 

次のいずれかの場合には、当該状況を継続しないよう社会保障委員会より警告を受ける。①労働者が 50

人未満の場合に災永続障害給付受給者及び遺族給付受給者が 2人以上いる場合、②労働者が 50人以上の

場合に災永続障害給付受給者及び遺族給付受給者が 5％以上いる場合。当該状況が継続した場合、負担率

は 1.5％に増加する（社会保障法施行細則 58条（c）（d））。 
16 2017年 3月 29日時点 
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法施行細則 63 条）。使用者は、保障対象労働者が 1 月当たり 1 日以上働いた場合、負担

を支払わなければならない（社会保障法施行細則 64 条（a））。 

支払期限について、使用者は、当該月の終了後 15 日以内に負担を支払わなければなら

ない（施行細則 64 条（b））。支払を遅延した場合、使用者は、保障料の 10％（継続して

保障料を支払わなかった場合には、未払い保障料総額の 10％）を制裁金として支払わな

ければならない（社会保障法 88 条（i）、施行細則 65 条）。 

社会保障加入者の給与が外貨払いの場合、当該外貨により負担を支払うことができ、外

貨にて給付を得ることができる（社会保障法施行細則 202 条）。 

社会保障料の支払の際、労働者の賃金や保障料を過少申告、労働者の数の虚偽申告、労

働者の賃金からの社会保障料控除の懈怠のいずれかの行為が行われた場合、規定に従い、

適正な保障料との差額及びその差額の 10％（継続して違反していた場合には累積差額総

額の 10％）を支払わなければならない（同条（ii））。なお、使用者が保障料を支払ってい

ない場合においても、社会保障の対象となる労働者は社会保障法に基づく給付を受ける

権利を失わず、社会保障料を支払っていない使用者は、社会保障料及びそれに対する未払

制裁金に加え、社会保障の対象となる労働者に支払うべき給付金その他一切の費用を負

担しなければならない（社会保障法 69 条）。 

 

４．使用者の義務 

強制加入対象会社のうち、1954 年の社会保障法施行後に設立された会社については、

社会保障法の施行後 30 日以内に関連する社会保障事務所に登録しなければならない（社

会保障法施行細則 40 条）。登録後は、1 人以上の労働者がいる限り、事業の変更等が生じ

ても登録を継続しなければならない（社会保障法施行細則 41 条）。 

使用者は、社会保障料や給付金の支払記録を、規定に従って保管しなければならない

（社会保障法 74 条、社会保障法施行細則 47 条）。また、使用者は、規定に従い、①労働

者の出勤記録、②新規雇用者、労働者の労務の変更、雇用の停止・退職・解雇、③報酬の

増額及び支払、④労働者、支配人、代表者及びそれらの変更についての記録を正確に保管

し、所定のタウンシップ社会保障事務所に提出しなければならない（社会保障法 75条（a）、

社会保障法施行細則 43 条、47 条）。また、これらの記録は不正確であってはならず、改

ざんや削除をしてはならない（社会保障法 77 条）。さらに、①労働者の数の変更及び事務

所の移転、②使用者の変更、事業目的の変更、事業の停止、事業の終了、③労働者の傷病、

労働者の死亡、業務上の疾病の各事項が生じた場合、タウンシップ社会保障事務所に届け

出なければならない（社会保障法 75 条（b）、社会保障法施行細則 175 条）。これらの届

け出は、いずれも各事由が生じた日から 10 日以内に行わなければならない。 

 

５．内容 

（１）社会保障の内容 

社会保障制度の内容としては、主に以下の内容が規定されている（社会保障法 13条）。 
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（ア）健康社会医療制度 

社会保障加入者のうち、加入期間に応じて定められた期間において負担を支払っ

ていた場合、治療の提供を受ける権利を有する（社会保障法施行細則 68 条）。 

治療開始日から 26 週を限度として、病院又は診療所において治療を受ける権利を

有する。但し、継続的疾患等については 52 週を限度として治療を受けることができ

る（社会保障法 22 条、社会保障法施行細則 71 条）。 

社会保障加入者は、病気発症時に 6 か月以上当該会社にて勤務しており、その間、

4 カ月以上の負担を支払っていた場合に疾病給付金を受給する権利を有する（社会保

障法 23 条、社会保障法施行細則 110 条）。 

妊娠及び出産の場合、許可された病院又は診療所において無料で治療を受けるこ

とができる。出産後 1 年間、子供の治療を受ける権利を有し、出産前 6 週間、出産後

8 週間の産休を取得する権利を有する（社会保障法 25 条、社会保障法施行細則 96

条）。産休時に 1 年以上勤務しており、かつ、6 か月以上負担を支払っている労働者

は、産休期間中に平均賃金の 70％を産休給付として受給できる（社会保障法 27 条

（a））。また、出産時に、出産が 1 児の場合には平均賃金の 50％を、2 児の場合には

平均賃金の 75％を受給できる（同条（b））。 

妻が出産した男性は、幼児の世話のため、15 日間の休暇を取得でき、その間、妻

が社会保障加入者の場合には平均給与の 70％を受給でき、妻が非加入者の場合には、

半額となる（社会保障法 28 条、社会保障法施行細則 99 条）。 

家族支援保険制度として、低所得者の子供への教育給付金、自然災害時の支援、扶

養家族への適切な給付が存在する。36 カ月以上保障料を支払い、一定の収入以下の

社会保障加入者は、子供の教育のための給付金を受給することができる（社会保障法

31 条、社会保障法施行細則 132 条）。 

 

（イ）障害給付、老齢退職年金、遺族年金保険制度 

障害給付又は老齢退職年金受給者は、180 カ月以上保障料を支払っていた場合、治

療を受ける権利を有する（社会保障法 29 条）。 

労災以外の原因による障害給付、老齢退職金、遺族給付金について、当該基金に支

払った額の 25％を年利 2％の利息と共に受給することができる（社会保障法 35 条

（b）、社会保障法施行細則 142 条、146 条、150 条）。老齢退職年金は、60 歳になっ

た時点において受給できる。 

 

（ウ）失業保険制度 

社会保険加入者が 36 カ月以上保険料を支払っており、自己都合退職、違法行為等

を原因とする解雇の場合を除き、失業給付を受給できる（社会保障法 37 条）。給付金

額は、直近 1 年間の平均賃金の 2 か月分であり、社会保障料を 36 カ月以上支払って

いる場合には、12 か月ごとに 1 カ月追加され、最大 6 か月分を受給できる（社会保

障法 38 条（a）、社会保障法施行細則 160 条）。 
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（エ）その他の社会保障 

社会保障加入者は、一定期間保障料を支払った場合、社会保障住宅を賃借、購入す

る権利等が認められる（社会保障法 42 条、社会保障法施行細則 169 条）。 

 

（２）労災保険の内容 

労働保険加入者は、労災時の治療（社会保障法 52 条（a））、一時的に就労不能となっ

た場合の無料の治療及び労災前 4 ヶ月の平均賃金の 70％の一時就労不能給付（社会保

障法 55 条）を最長 12 か月間受給できる（社会保障法施行細則 180 条、181 条）。ま

た、永久的に一部障害が生じた場合、障害により失った能力の程度に応じて平均賃金の

70％を一定期間受給できる（社会保障法 57 条、58 条、社会保障法施行細則 191 条、

192 条）。 

労災保険加入者が労災により死亡した場合、負担金を支払った期間に応じて、指定さ

れた遺族に対して給付が支払われる（社会保障法 62 条、社会保障法施行細則 196 条）。 

 なお、労災保険に加入している労働者は社会保障法のみ適用され、労働者災害補償法

（Workmen’s Compensation Act）は適用されない（社会保障法 49 条、社会保障法施

行細則 177 条）。 

 

６．その他 

 （１）請求期間 

退職老齢年金、障害給付金、遺族給付金、永久障害給付金、労災による死亡の場合の遺

族給付金について、いずれも受給事由発生日から原則として 1 年以内に請求しなければ

ならない（社会保障法 73 条（a））。それ以外の社会保障法に基づく給付金については受

給事由発生日から原則として 3 か月以内に請求しなければならない（同条（b））。 

（２）紛争 

社会保障法の適用の有無、負担等に関する紛争は該当するタウンシップ社会保障事務

所に対して提出しなければならない（社会保障法 89 条）。 

（３）医療情報の取扱 

保険加入者の医療情報については、社会保障委員会本部より授権された者等を除き閲

覧することは許されない（社会保障法施行細則 90 条）。 

 

第１２．最低賃金法 

１． 概要 

古い最低賃金法（The Minimum Wages Act, 1949）を改正する形で、新たな最低賃金

法が 2013 年 3 月 22 日に成立し、同年 6 月 4 日に施行された。同法の施行細則は 2013

年 7 月 12 日に成立した。本法は具体的な最低賃金額は定めておらず、最低賃金額の決定

方法のみ規定している。具体的な最低賃金額については、2015 年 8 月 28 日に国家委員
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会より日給 3,600 チャットに確定し、2015 年 9 月 1 日より適用される旨の発表がなさ

れ、賃金額が当該額を下回った場合には違法となる。最低賃金について 2 年に 1 回見直

しを行う旨規定されている。国家委員会は、2018 年 1 月 2 日、最低賃金案に関する通知 

（国家委員会 2018 年第 1 号通知）を発布した。概要としては、地域及び職種を問わず、

全国一律で、1 日 8 時間で 4,800 チャット、1 時間で 600 チャットという最低賃金を提案

している。この規制は 10 人以下の労働者の小規模事業や家族事業には適用されない。 

当該最低賃金案につき、修正、コメント、アドバイスをしたい者は、当該通知から 2 週

間以内に自治区/管区/州最低賃金決定委員会（以下、「管区委員会」という）に所定の形式

にて申し立てなければならない。管区委員会は、修正提案、コメント、アドバイスを勘案

し、その申し立ての日から 30 日以内に国家委員会に関連書類を付して、最低賃金案を提

出する。国会委員会は 60 日以内に、管区委員会からの最低賃金案を、政府、使用者及び

労働者の代表者と共に検討し、新しい最低賃金を決定する。 

以上のとおり、1 日 4,800 チャットはあくまでも案であり、最終的な決定ではない。

2018 年 2 月 28 日時点においては労働者側、使用者側双方から当該案について異議が出

されており、確定はしていない。しかし、どのように変更してもいずれかの側が不満を有

することとなるため、このまま 4,800 チャットに確定する可能性が高いと解されている。 

本法はいかなる事業において働く労働者に対しても適用される（最低賃金法 14 条）。

但し、家族による事業における家族、政府又は地方政府の公務員、船員は対象外である（最

低賃金法 2 条（a））。 

 

２． 最低賃金の決定方法 

最低賃金の決定方法について、政府により組織される国家委員会が通知により最低賃

金を決定すると規定している（最低賃金法 6 条）。その際、労働者及び家族にとっての必

要性、既存の給与、社会保障給付金、生活費及びその変化、耐え得る生活水準、雇用機会

及び製品の発展、国内総生産、物価、インフレ率等が考慮される（最低賃金法 7 条、最低

賃金法施行細則 23 条）。なお、国家委員会とは、最低賃金を公正に定めるため、関係政府

機関、労働者、労働組織、使用者組織の代表者、及び最低賃金に関する事項に専門知識を

有する専門家により構成される機関である（最低賃金法 3 条（a））。 

最低賃金が決定されるまでの流れとしては、はじめに、関連する連邦直轄領、管区又は

州委員会が最低賃金を決める基礎事実の調査を行った上で国家委員会に対して所定の方

法に基づき最低賃金率に関する提案を提出し（最低賃金法 8 条）、官報及び新聞に同提案

を掲載する（最低賃金法 10 条（a））。同提案に異議がない場合、国家委員会は、政府の承

認を得た上で、最低賃金率を決定する（同条（b））。異議がある場合、連邦直轄領、管区

又は州委員会は再交渉を行い、再度最低賃金率に関する提案を行う（同条（c））。この再

提案について精査され、政府の承認を得た上で最低賃金率が決定される（同条（d））。当

該最低賃金率に不服のある者は、最高裁判所に申し立てを行うことができる（最低賃金法

11 条）。最低賃金率決定後も、年に 2 回最低賃金率見直しのための国家委員会の会議が開

催される（最低賃金法施行細則 7 条）。 
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経済特区において働く労働者の最低賃金の決定方法に関しては、経済特区管理委員会

が投資分野ごとの最低賃金率の提案を国家委員会に提出する（最低賃金法 9 条（a））。当

該最低賃金率は少なくとも 2 年に 1 回見直される（最低賃金法施行細則 29 条）。 

 

３． 賃金の定義 

上記方法により決定された最低賃金を下回る賃金を使用者は支払ってはならない（最

低賃金法 12 条(a)）。当該最低賃金を支払わない使用者は、罰則として、1 年以下の懲役

又は 50 万チャット以下の罰金、若しくはその両方が科せられる（最低賃金法 23 条、24

条）。そのため、「賃金」の定義が非常に重要となる。この点、基本給与に加え、時間外労

働手当及び賞与が含まれる旨規定されている。他方、交通手当、住居手当、食事手当、医

療手当、チップ等は含まれない（最低賃金法 2 条(e)）。 

 

４． 最低賃金の例外 

最低賃金額未満の支払でも認められる例外的場合として、試用期間以前の必要な技術

研修の期間については、3 か月以内であれば、最低賃金額の 50％を下回らない額を支払

うことも認められる。また、試用期間中においては、3 か月以内であれば、最低賃金額の

75％を下回らない額を支払うことも認められる（最低賃金法施行細則 43 条 (l)）。 

 

５． 賃金の支払 

 使用者は、法律に定められた場合を除き、賃金を控除する権限を有しない（最低賃金法

12 条(c)）。労働者からの要望があった場合には、金銭のみならず、現物により支払うこと

も認められる（同条(d)）。 

 

６．検査員 

 検査員は、使用者が最低賃金法を遵守しているかにつき調査するため、職場に立入る権

利を有する。また、使用者は労働者名簿、賃金表等を作成し、関連部署に報告する義務を

負っているため、当該義務を履行しているか否かについても調査の対象となる（最低賃金

法 13 条(b)、19 条(a)）。調査の結果、使用者が最低賃金の支払いを怠っていることが判明

した場合、使用者に支払うよう命じ、使用者が応じない場合には、管区又は州委員会の承

認を得た上で使用者を起訴する（最低賃金法 20 条、21 条）。 

 

第１３．雇用及び技術向上法 

１．概要 

 本法は、雇用及び訓練法（The Employment and Training Act, 1950）に代わる法律と

して、2013 年 12 月 1 日に施行され、雇用契約締結義務、雇用契約書の必要的記載事項

等について規定している。 
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２．雇用契約締結義務 

 会社は、政府における常勤労働者、研修者及び試用期間中の者を除き、労働者の雇用開

始後 30 日以内に労働者と雇用契約を締結しなければならない（雇用及び技術向上法 5 条

1 項）。また、雇用契約締結後、当該契約書の写しを管轄労働事務所に送付し、確認を得

なければならない（同条 7 項）。なお、雇用契約を締結しない場合は、罰則として、6 ヶ

月以下の懲役又は罰金、若しくはその両方が科せられる（雇用及び技術向上法 38条 1項）。 

 

３．雇用契約書の内容 

表に記載している事項を雇用契約書に記載しなければならない（雇用及び技術向上法 5

条 2 項）。必要的記載事項を雇用契約書に規定していない場合、罰則として、3 ヶ月以下

の懲役又は罰金、若しくはその両方が科せられる（雇用及び技術向上法 39 条）。 

したがって、既にミャンマーに進出している企業においては、雇用契約書の内容を再度

検討する必要がある。もっとも、既に締結済みの契約については、当該契約期間が終了す

るまでは有効である旨の経過措置も規定されており（雇用及び技術向上法 5 条 8 項）、契

約更新時に留意しなければならない。 

なお、法律上は当該必要的記載事項を雇用契約書に含めれば会社ごとに法律の範囲内

で雇用契約書の内容を自由に定めることができるはずであるが、実務上は、雇用契約書締

結後、労働事務所に提出して確認を得る際に、労働省が発布している雇用契約書の雛形と

異なる内容を定めていた場合に確認を得ることができないという事態が多数発生してい

る。 

 

表．雇用契約書の必要的記載事項 

①職種、②試用期間、③給与、④勤務地、⑤契約期間、⑥労働時間、⑦休暇及び休日、⑧時

間外労働、⑨勤務中の食事の手配、⑩住宅施設、⑪医療手当、⑫仕事及び出張における車の

手配、⑬労働者が遵守すべき規則、⑭研修参加後に継続して勤務しなければならない期間、

⑮退職及び解雇、⑯期間満了時の対応、⑰契約において規定されている遵守すべき義務、⑱

合意退職、⑲その他、⑳契約書の規定の修正及び追記の方法、○21雑則 

 

４．技術向上基金への支払 

 産業及びサービス業の会社は、本法に基づき設立される技術向上基金への支払い義務を

負う（雇用及び技術向上法 30 条 1 項）。同基金は、①労働技術の向上のための研修及び訓

練、②契約終了後他の職種に移動する際の必要な技術に関する研修、③これらの研修を実施

するために必要な資金の融資の 3 つを目的としている（雇用及び技術向上法 26 条）。毎月

の支払金額は、管理監督者及びそれ以下の職位の労働者に対する支払賃金総額の 0.5%以上

である（雇用及び技術向上法 30 条 1 項）。但し、やむを得ない事情がある場合には免除が

認められる（雇用及び技術向上法 31 条 1 項）。 
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第１４．賃金支払法 

本法は、1936 年の賃金支払法の改正法として 2016 年 1 月に制定された。同法により、

賃金からの控除は規定された場合にのみ認められること、賃金の支払日、支払い方法が定め

られている。 

 

１．賃金からの控除 

休暇を使用しない欠勤、その他、法令に定められた場合等、規定された場合にのみ認めら

れる。 

 

 ２．賃金の支払日 

 従業員 100 人未満の場合は、締め日の支払い、100 人以上の場合は、締め後 5 日以内の

支払いが規定されている。なお、店舗及び商業施設法が適用される店舗、商業施設の場合は、

同法で別途規定されている。 

 

 ３．賃金の支払方法 

 賃金は、ミャンマーチャット又は中央銀行が認めている外貨で支払うことが規定されて

いる。 

第１５．店舗及び商業施設法 

１．概要 

店舗及び商業施設法（1951年）の改正法として 2016年 1月 20 日に制定された。本法

は、店舗及び商業施設における労働時間、賃金、職場での安全性の確保、健康を守る権利

等について規定している。 

 

２．定義 

本法における「店舗」とは、現金若しくは分割払い若しくは信用取引で商品若しくは品

物の卸売業若しくは小売業のために全体若しくはその一部が利用されている営業所を意

味する。理容室若しくは美容室、鍛冶場、書籍製本、印刷、写真、質屋、梱包、洗濯屋、

靴修理、電子機器の修理等の目的で利用されている営業所、又は大統領が通知で店舗に該

当すると定めた営業所が含まれる。但し、売買取引事業、公共娯楽施設、工場及び産業施

設、手工業は除かれる（店舗及び商業施設法 2 条（a））。 

「商業施設」とは、広告業、代理業、販売業の事業が営まれている施設を意味する。売

買取引の機械・技術部門又は事務部門、保険会社、民間銀行、ボランティア団体、広告業、

民間の就職斡旋会社、サービス業、民間の医療施設、宿泊施設、旅行業、フィットネスジ

ム、通行料徴収、又は大統領が通知で商業施設に該当すると定めた施設を意味する。但し、

店舗及び公共娯楽施設は除かれる（同条（b））。 

「公共娯楽施設」とは、映画館、劇場、娯楽やレセプションの会場、電子機器を利用し

たビデオ劇場、カラオケ、遊園地、公園等を意味する（同条（c））。 
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「産業及び手工業施設」とは、1951 年の Workshop Act が適用されない産業及び手工

業施設を運営する営業所を意味する（同条(d)）。 

 

「施設」とは、商業施設、公共娯楽施設、産業及び手工業施設に加え、大統領が通知で

本法が適用されると定めた施設を意味する。 

 

３ 営業時間 

営業時間について、店舗及び商業施設は原則として午後 11 時から午前 5 時まで閉店し

なければならず、サービスの提供中である場合には、午後 11 時半までサービスの提供又

は取引ができる（店舗及び商業施設法 7 条(a)）。公共娯楽施設は、公共娯楽のための施設

内の劇場、娯楽施設、無料のショーを除き、午前 1 時から 5 時まで閉店しなければなら

ない（店舗及び商業施設法 8 条(a)）。しかし、空港や駅などの交通機関、宿泊施設、医療

施設、電気や水道などの公共サービスを提供している営業所、又は大統領が通知で除外さ

れると定めた店舗、商業施設及び公共娯楽施設は、事前に管轄機関に届け出ることにより、

24 時間営業することができる。 

 

４ 労働時間 

店舗及び施設の使用者は少なくとも毎週 1 日は労働者に休暇を与えなければならず、

当該休暇日について、賃金から控除してはならない（店舗及び商業施設法 15 条(a)(b)）。 

店舗、商業施設又は公共娯楽施設における労働者は、1 日 8 時間以上、かつ、1 週間 48

時間以上働くことは原則として許されない。しかし、労働者の希望に応じて、本法に基づ

き、１日 8 時間以上、又は、1 週間 48 時間以上働くことが認められる（店舗及び商業施

設法 11 条(a)）。但し、時間外労働が 1 週間で 12 時間（特別な場合は 1 週間で 16 時間）

を超えることは認められない。また、深夜 12 時を超えて残業をさせてはならない（店舗

及び商業施設法 11 条(b)） 。 

休憩時間に関して、店舗又は施設における労働者が、1 日に 4 時間以上働く場合には、

少なくとも 30 分以上の休憩を与えなければならない（店舗及び商業施設法 12 条(a)）。但

し、警備員については、休憩時間は不要とすることができる（店舗及び商業施設法 12 条

（b））。店舗、売買取引施設又は公共娯楽施設における労働者の労働時間及び休憩時間の

合計時間は、時間外労働及び 1 時間の休憩を含めて 1 日 11 時間を超えてはならない。 

 

５ 賃金の支払 

店舗又は施設における労働者については、翌月の 7 日までに賃金を支払わなければな

らない（店舗及び商業施設法 16 条）。 

 

第１６．ミャンマー投資法に基づく労働関連規制 

１．はじめに 
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ミャンマーの会社は大きく分けて 3 種類の会社が存在する。①ミャンマー会社法に基

づき設立された会社、②ミャンマー会社法に基づき設立された上で、ミャンマー投資法に

基づく投資許可を取得した会社、③ミャンマー会社法に基づき設立された上で、経済特区

法に基づく投資許可を取得した会社である。 

 これまでに紹介した労働関連法はいずれの種類の会社に対しても適用される。 

 

２．ミャンマー国民の雇用義務 

熟練技術を必要とする業務について、ミャンマー国民の雇用義務は存在するのは③ミ

ャンマー会社法に基づき設立された上で、経済特区法に基づく投資許可を取得した会社

のみである。 

しかし、③の形態で設立された会社に加え、②ミャンマー会社法に基づき設立された上

で、ミャンマー投資法に基づく投資許可を取得した会社も、熟練技術を必要としない業務

については、ミャンマー国民のみを雇用しなければならない（ミャンマー投資法 51 条

（c））。 

 

３．その他のミャンマー投資法上の義務 

シニアマネージャー、技術・作業専門家、アドバイザーは国籍を問わずに任命すること

が認められているが、それらの職位にミャンマー国民を任命することができるように、能

力向上のプログラムを提供しなければならない旨が規定されている（ミャンマー投資法

51 条(b)）。 

労働者と使用者との間、又は労働者間、使用者間において紛争が生じた際には、適用法

に従って解決がなされる（ミャンマー投資法 51 条(f)）。 

 

第１７．経済特区法に基づく労働関連規制 

１．はじめに 

上記のとおり、ミャンマーの会社は大きく分けて 3 種類の会社が存在する。③ミャン

マー会社法に基づき設立された上で、経済特区法に基づく投資許可を取得した会社に対

してのみ課せられる 2014 年 1 月 23 日に成立した経済特区法に基づく労働関連の規制が

存在する。 

経済特区としては、ダウェイ、チャオピュー、ティラワが存在し、ティラワのみが既に

経済特区として稼働し始めている。 

経済特区法も外国投資法と同様に、一定の要件を満たした投資に対して、租税の減免措

置及び長期の土地賃借権等の優遇措置の付与を規定しているが、これらの特典のみなら

ず、一定の義務も課しており、課せられる義務の一部が労働に関連するものである。 

 

２．ミャンマー国民の雇用義務 

経済特区法に基づいて設立された会社は、熟練技術を要する職種においては、原則とし
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て、事業開始から 2 年が経過する時点において 25％以上、次の 2 年経過時（事業開始か

ら 4 年）に 50％以上、次の 2 年経過時（事業開始から 6 年）に 75％以上の割合となるよ

う、ミャンマー国民の雇用義務を負う（経済特区法 75 条）。また、熟練技術を必要としな

い職種においては、ミャンマー国民以外を雇用することはできない（経済特区法 74 条）。 

会社は、労働者を雇用する際には雇用契約を締結しなければならず（経済特区法 72条）、

ミャンマー国民の労働者に対して必要な研修を提供しなければならない（経済特区法 73

条）。 

 

３．その他の規制 

 管理委員会は、経済特区内の労働者の最低賃金を設定する権限を有する（経済特区法 70

条(d)）。したがって、最低賃金が設定された場合には、当該額を下回らないよう留意する

必要がある。 

 労働者と使用者との間、又は労働者間において紛争が生じた際には、管理委員会17によ

る交渉及び仲裁が行われ、それにもかかわらず紛争が解決しない場合、労働紛争法に基づ

き判断がなされる（経済特区法 76 条）。 

経済特区において働く外国人の就労許可はワンストップサービスセンターにおいて発

給される（経済特区法 77条）。 

 

 

  

                                                   
17 経済特区において運営、管理及び監督業務等を担う委員会である（経済特区法 3条（p））。 
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第二部 事例に基づいた解説（Q&A 形式） 

 

Q1．労働関連の管轄省庁はどの省庁になりますか？ 

 

A. ミャンマーの労働法の管轄省庁は労働・入国管理・人口省（Ministry of Labour, 

Immigration and Population）18である。同省は労働局（Labour Department）、社会保障

委員会（Social Security Board）、工場労働法監督局（Factories and General Labour Laws 

Inspection Department）、労使関係局（Labour Relations Department）、入国管理局

（Immigration Department）、国籍登録局（National Registration Department）、人口局、

州・管区研修所（Region/State Training School）によって構成されている。 

また、各タウンシップごとに労働事務所19及び社会保障事務所が設置されているため、各

種届出は会社所在地を管轄する労働事務所又は社会保障事務所に対して行うことが多い。 

 

 

 

Q2．採用方法について規制はありますか？ 

 

A. 採用方法について法的規制は存在しない。会社が労働者を募集する場合、主な選択肢と

しては、①労働事務所を通じた募集、②人材紹介会社の利用、③新聞や雑誌への求人広告の

掲載、④知り合いの紹介等が存在する。実務上、①の方法はあまり利用されていない。②を

利用する場合、ミャンマーにおいても、人材紹介業を適法に行うためにはライセンスが必要

であり、人材紹介に関する紛争を避けるため、ライセンスを有する人材紹介会社を利用する

ことが望ましい。 

 

 

 

Q3. 国民の雇用義務はありますか？ 

 

A. 会社法のみに基づく会社の場合には、国民の雇用義務は存在せず、自由に雇用できる。

しかし、経済特区法に基づく投資許可を取得した会社は、熟練技術を必要とする事業のため

にミャンマー国民の熟練工、技術者及び専門職員を雇用する場合、原則として、事業開始か

ら 2 年で 25％以上、次の 2 年（事業開始から 4 年）で 50％以上、更に次の 2 年（事業開始

から 6 年）で 75％以上の割合となるよう、ミャンマー国民の雇用義務を負う（経済特区法

75 条）。また、ミャンマー投資法、経済特区法ともに、熟練技術を必要としない業務につい

ては、ミャンマー国民のみを任命しなければならない旨規定されている（ミャンマー投資法

51 条（c）、経済特区法 74 条）。 

                                                   
18 2017年 3月 31日現在。 
19 日本の労働基準監督署に類似した機関である。 
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Q4. 雇用契約に関する注意点はありますか？ 

 

A. 会社は、政府における常勤労働者、研修者及び試用期間中の者を除き、労働者の雇用開

始後 30 日以内に労働者と雇用契約を締結しなければならない（雇用及び技術向上法 5 条 1

項）。また、雇用契約締結後、当該契約書の写しを管轄労働事務所に送付し、確認を得なけ

ればならない（同条 7 項）。 

さらに、単に雇用契約を締結するのみならず、以下の表 2 に記載している事項を雇用契

約書に記載しなければならない（雇用及び技術向上法 5 条 2 項）。 

表 2．雇用契約書の必要的記載事項 

①職種、②試用期間、③給与、④勤務地、⑤契約期間、⑥労働時間、⑦休暇及び休日、⑧時

間外労働、⑨勤務中の食事の手配、⑩住宅施設、⑪医療手当、⑫仕事及び出張における車の

手配、⑬労働者が遵守すべき規則、⑭研修参加後に継続して勤務しなければならない期間、

⑮退職及び解雇、⑯期間満了時の対応、⑰契約において規定されている遵守すべき義務、⑱

合意退職、⑲その他、⑳契約書の規定の修正及び追記の方法、○21雑則 

 

労働省は 2015 年 8 月 31 日に雇用契約書を雇用後 30 日以内に締結しなければならない

旨の通知を発布し、雇用契約書の雛形も発表された。当該雛形はミャンマー語版のみであり、

工場での労働者を想定しているものの、必要的記載事項は網羅されている。また、労働省は、

2017 年 8 月 28 日付の通知にて、雇用契約書の新しい雛形を発表した。本通知により、雇

用契約書の雛型を提示した 2015 年の通知（2015/1）は無効となるが、旧雛形で締結してい

る雇用契約書は、その期限が終了するまでは有効である旨記載されている。 

全体として、項目数は 23 から 21 に減少し、一部簡潔化されたと解される。 

法律上は当該雛形について定めはないが、実務上、上記管轄労働事務所への確認の際、当

該雛形に基づいたものでなければ、確認を行わないという対応をとられるケースが多くみ

られた。その場合、雛形の内容が雇用契約の内容となるため、雛形は重要なものと考えられ

ている。 

以下、法律で規定がなく、新雛形上でのみ規定されている事項で、重要なものにつき解説

する。 

１．解雇に関する手続 

Q20 の A.にある通り、法律上は解雇に関する規制はない。しかし、雛形上では、解雇手

続につき以下のような規定が設けられている。 

・十分な理由を付した書面と、使用者代理人が署名した通知書を交付しなければ、使用者

は労働者との契約を解除できない（雛形 15 条（b）（i））。 

・職場の規則に違反した場合、通常の違反（第 3 項参照）については、一度目は口頭での

警告、二度目は書面による警告、三度目は再度の違反を犯さない旨の誓約書への署名命

令を受ける。三度目の警告の後、12 カ月以内に労働者が再度の違反を犯した場合、使

用者は、解雇手当を支払うことなく、当該労働者を解雇できる。ただし、労働者が通常

の違反又は 3 度目の違反の後 12 カ月間規則に違反しなかった場合、それまでの違反歴
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は無効となる（雛形 15 条（b）（ii））。 

・上記に関わらず、使用者が労働者に対して、一ヶ月前までに通知をし、法令所定の補償

を行うことによって、労働者を解雇することができる（雛形 15 条（b）（iii））。 

 

２．辞職に関する手続 

辞職に関しては、労働者は一ヶ月前の通知しなければならず、使用者はこの場合、実際の

勤務期間に応じて給与及び有給の支払いをしなければならないとされている（雛形15条（a）

（iii））。ここにいう有給の支払いとは、休暇及び休日法 4 条 5 項に基づく、退職時の残存有

給休暇日数に応じた支払いを指すものと解される。 

 

３．契約の更新 

使用者は理由なく契約の更新を拒絶してはならない（雛形 5 条（b））。契約更新しない場

合には、更新しない理由を根拠づける十分な証拠を保管するなどの対応が推奨される。 

 

４．労働者が遵守すべき規則 

労働者が遵守すべき規則（処罰を含む）は、通常の違反及び処罰と重大な違反及び処罰に

分類され、それぞれ雇用契約書の付属文書（a）（b）として締結できる。このような労働者

が遵守すべき規則は労働者と使用者の交渉を通じて規定される（雛形 13 条）。 

第 1 項の解雇手続は、ここでいう付属文書（a）で規定する通常の違反に対応するものと

解される。 

 

 

Q5. 雇用契約書の言語に関する規制はありますか？ 

 

A. 雇用契約書の言語に関する法的規制は存在しない。しかし、当事者が理解できる言語を

用いる必要があるため、ミャンマー語以外を理解しない労働者を雇用する場合には、ミャン

マー語の雇用契約書を用いる必要がある。また、雇用契約締結後、当該契約書の写しを管轄

労働事務所に送付し、確認を得る際に労働事務所の担当官がミャンマー語以外の言語を解

さないことが多いため、事実上ミャンマー語版の提出を要求されることが多い。 

 

 

Q6. 試用期間に関する規制はありますか？ 

 

A. 試用期間自体の法的規制はないものの、試用期間中の賃金について最低賃金額よりも低

い金額（75％を下回らない額）を設定する場合、3 か月を超えてはならない（最低賃金法施

行細則 43 条 (l)）。実務上も労働者の能力及び性格等を見極めるため、雇用開始時から 3 か

月間の試用期間を設けることが一般的である。 
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Q7. 雇用契約の期間に関する規制はありますか？ 

 

A. 雇用契約期間に関する法的規制は存在しない。また、日本のように有期雇用を複数回更

新したとしても、無期雇用として取り扱わなければならない義務等も存在しない。 

しかし、実務上は、2 年を超える雇用契約期間を記載した雇用契約書を労働事務所に提出し

た場合、担当官より承認を得ることができない場合がある。 

 

 

 

Q8. 労働時間に関する規制はありますか？ 

 

A. ミャンマーにおいては、業種ごとに労働時間について異なる規制が異なる法律において

規定されている。すなわち、店舗、商業施設、公共娯楽施設における労働者に関しては店舗

及び商業施設法、工場における労働者に関しては工場法、油田における労働者に関しては油

田（労働及び福利厚生）法が規定している。 

具体的には、店舗、商業施設又は公共娯楽施設における労働者の労働時間は、1 日 8 時間、

かつ、1 週間 48 時間以内である（店舗及び商業施設法 11 条（a））。工場における労働者の

労働時間は、原則として 1 週間で 44 時間以内、かつ、1 日 8 時間以内である（工場法 59 条

及び 62 条）。但し、技術的理由により労働を継続しなければならない場合、週 48 時間まで

認められる（工場法 59 条）。 

また、労働時間及び休憩時間の合計時間についても規制が存在する。工場の労働者の労働時

間及び休憩時間の合計時間は、原則として 10 時間を超えてはならない（工場法 64 条）。店

舗、貿易施設、公共娯楽施設の労働者については 11 時間を超えてはならない（店舗及び商

業施設法 12 条（a））。 

 

 

 

Q9. 休憩時間に関する規制はありますか？ 

 

A. 工場における労働者の労働時間は、休憩なしで 5 時間を超えてはならず、5 時間を超え

る前に 30 分以上の休憩を付与しなければならない（工場法 63 条）。店舗、商業施設又は公

共娯楽施設における労働者が、1 日に連続して 4 時間以上働く場合、少なくとも 30 分以上

の休憩を与えなければならない（店舗及び商業施設法 12 条（a））。但し、警備員について

は、休憩時間は不要とすることができる（同条（b））。 
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Q10. 残業時間に関する規制はありますか？ 

 

A. 店舗及び商業施設法の適用対象労働者について、時間外労働が一週間で 12 時間を超え

ることは認められない旨規定されている。但し、必要な場合、特別なケースとして、16 時

間を超えない範囲で認められる。しかし、深夜 12 時を過ぎてはならない（店舗及び商業施

設法 11 条(b)）。 

工場法においては時間外労働時間に関する規定は存在しない。 

 

 

 

Q11. 時間外労働又は休日労働に関する手当はいくらですか？ 

 

A. 使用者は、労働者を法律上規定された労働時間以上働かせた場合、時間外労働手当とし

て、平均賃金の 2 倍以上の額を支払わなければならない（工場法 73 条）。休日に働かせた

場合も同様に平均賃金の 2 倍以上の額を支払わなければならない（休暇及び休日法 3 条 2

項）。休日に時間外労働をさせた場合においても、割増率は変わらず、平均賃金の 2 倍以上

とされている20。当該額の計算方法について、図のとおり、労働省により定められた所定の

計算式が存在する。日本と異なり、深夜労働手当は存在しない。また、日本では管理監督者

に対して時間外労働手当及び休日手当の支払いは不要であるが21、休暇及び休日法において

は適用除外事由にマネージャーは含まれていないため、休日手当はマネージャーに対して

も支払う必要があると解される。また、マネージャーの定義が規定されていないため、マネ

ージャーに該当するか否かは権限及び裁量等も考慮した上で慎重に判断する必要がある。 

 

図 月給労働者の時間外労働手当の計算式 

 

基本給 ×12 か月

52 週 × 48 時間(1 週間の所定労働時間)
 × 2 ＝ 1 時間当たりの時間外労働手当 

 

 

 

Q12. 最低賃金は規定されていますか？ 

 

A. 最低賃金法が存在するものの、具体的な最低賃金額は同法において規定されておらず、

最低賃金の定め方のみが規定されている。最低賃金の決定方法としては、①はじめに、関連

する連邦直轄領、管区又は州委員会が最低賃金を決める基礎事実の調査を行った上で国家

委員会に対して所定の方法に基づき最低賃金率に関する提案を提出し（最低賃金法 8 条）、

                                                   
20 当事務所が 2015年 7月 1日に労働省に確認した結果に基づく。 
21 深夜勤務手当は必要である。 



ミャンマー労務ガイドブック 

  32 
Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved. 

②官報及び新聞に同提案を掲載する（最低賃金法 10 条（a））。③同提案に異議がない場合、

国家委員会は、政府の承認を得た上で、最低賃金率を決定する（同条（b））。 

2015 年 8 月 28 日に国家委員会から日給 3,600 チャットに最低賃金が確定し、2015 年 9

月 1 日より有効となる旨の発表がなされ、賃金額が当該額を下回った場合には違法となる。

但し、労働省が 2015 年 8 月 31 日に発布した通知によれば、労働者が 15 名以下の会社に

おいては最低賃金以下の賃金を合意することの可能である旨規定されている。 

最低賃金について 2 年に 1 回見直しを行う旨規定されている関係上、国家委員会は、2018

年 1 月 2 日、最低賃金案に関する通知 （国家委員会 2018 年第 1 号通知）を発布した。概

要としては、地域及び職種を問わず、全国一律で、1 日 8 時間で 4,800 チャット、1 時間で

600 チャットという最低賃金を提案している。この規制は 10 人以下の労働者の小規模事業

や家族事業には適用されない。 

当該最低賃金案につき、修正、コメント、アドバイスをしたい者は、当該通知から 2 週間

以内に自治区/管区/州最低賃金決定委員会（以下、「管区委員会」という）に所定の形式にて

申し立てなければならない。管区委員会は、修正提案、コメント、アドバイスを勘案し、そ

の申し立ての日から 30 日以内に国家委員会に関連書類を付して、最低賃金案を提出する。

国家委員会は 60 日以内に、管区委員会からの最低賃金案を、政府、使用者及び労働者の代

表者と共に検討し、新しい最低賃金を決定する。 

以上のとおり、1 日 4,800 チャットはあくまでも案であり、最終的な決定ではない。2018

年 2 月 28 日時点においては労働者側、使用者側双方から当該案について異議が出されてお

り、確定はしていない。しかし、どのように変更してもいずれかの側が不満を有することと

なるため、このまま 4,800 チャットに確定する可能性が高いと解されている。 

 

③の段階で異議が出された場合、連邦直轄領、管区又は州委員会は再交渉を行い、再度最

低賃金率に関する提案を行う（同条（c））。この再提案について精査され、政府の承認を得

た上で最低賃金率が決定される（同条（d））。当該最低賃金率に不服のある者は、最高裁判

所に申し立てを行うことができる（最低賃金法 11 条）。最低賃金率決定後も、年に 2 回最

低賃金率見直しのための国家委員会の会議が開催される（最低賃金法施行細則 7 条）。 

なお、最低賃金額未満の支払でも認められる例外的場合として、試用期間以前の必要な技

術研修の期間については、3 か月以内であれば、最低賃金額の 50％を下回らない額を支払

うことも認められる。また、試用期間中においては、3 か月以内であれば、最低賃金額の 75％

を下回らない額を支払うことも認められる（最低賃金法施行細則 43 条 (l)）。 

また、経済特区は異なる取扱いが規定されており、経済特区において働く労働者の最低賃

金の決定方法に関しては、経済特区管理委員会が投資分野ごとの最低賃金率の提案を国家

委員会に提出する（最低賃金法 9 条（a））。当該最低賃金率は少なくとも 2 年に 1 回見直さ

れる（最低賃金法施行細則 29 条）。 
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Q13. 賃金には手当等も含まれますか？ 

 

A. 最低賃金法上の賃金には、基本給与に加え、時間外労働手当及び賞与が含まれる旨規定

されている。他方、交通手当、住居手当、食事手当、医療手当、チップ等は含まれない（最

低賃金法 2 条(e)）。 

 

 

 

Q14. 手当等を支払う義務はありますか？ 

 

A. 住宅手当、通勤手当、食事手当、医療手当等の各種手当については、法律上の支払義務

は存在せず、各種手当を支払うか否かは会社の任意に委ねられている。但し、支払を行わな

い場合においても、住宅手当、通勤手当、食事手当、医療手当は雇用契約書の必要的記載事

項であるため、雇用契約書に記載しなければならない。 

実務上、遠方の工業団地に所在する工場等においては、手当の代わりに寮や通勤用の車両を

用意したり、食事についても現物支給する会社が多くみられる。また、医療手当については、

社会保障制度が充実していないため、会社独自で医療手当制度を独自に設ける会社も多く

みられる。 

 

 

 

Q15. 賞与を支払う義務はありますか？ 

 

A. 賞与を支払う法的義務は存在せず、支払うか否かはあくまでも会社の任意である。実務

上は半数程度の会社が賞与を支払っており、年に 1 回支払う会社もあれば、年に 2 回支払

う会社も存在する。支払時期は日本と異なり、4 月の水祭り前と 10 月のダディンチュの前

が多い。 

 

 

 

Q16. 賃金からの控除に関して規制はありますか？ 

 

A. 使用者は、法律に定められた場合を除き、賃金から控除を行う権限を有しない（最低賃

金法 12 条(c)、賃金支払法 8 条）。なお、使用者は法律上控除義務を負う場合として、社会

保障料の労働者負担分の支払及び労働者の所得税の支払の場合が規定されている。 

 

 

Q17. 有給休暇に関する規制はありますか？ 
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A. 全労働者に関する有給の休暇として法律上 4 種類の休暇が規定されており（表 3 参照。

また、各休暇の詳細については第一部の第 8．休暇及び休日法参照。）、規定された日数より

も短い休暇日数について労使間で合意したとしても、かかる合意は無効である（休暇及び休

日法 9 条）。 

各休暇を取得するための手続きの詳細については法律上規定されておらず、会社の内規

に委ねられている。ミャンマーの実務上、労働者は休暇を取得する前日又は当日に取得する

旨使用者に告げることが多く、使用者が対応に苦慮することがある。かかる事態を防ぐため、

事前の届出義務等の詳細な休暇取得手続きについて就業規則又は雇用契約書において定め

るのが望ましいと言える。但し、事実上休暇を取得できないような内容を定めた場合には無

効となり得る。 

 

表 3.休暇の種類 

休暇の種類 内容 対象労働者 

有給休暇 休息、娯楽目的のために、連続して最大

10 日間取得することができる。 

12 ヶ月間以上勤務し、かつ、

各月 20日以上働いた労働者 

臨時休暇 緊急の私的用事のため、1 年間に 6 日間

取得することができる。 

全労働者 

医療休暇 療養のため、1 年に最大 30 日間取得する

ことができる。 

6 ヶ月以上勤務した労働者 

産休 出産のため、産前 6 週間、産後 8 週間取

得することができる。 

妊婦 

 

 

 

Q18. 就業規則に関する規制はありますか？ 

 

A. 日本と異なり、一定以上の人数の労働者を雇用したとしても、就業規則の作成義務は存

在しない。したがって、就業規則を作成するか否かは会社の任意であり、作成したとしても

当然に全労働者に対して効力を有するものではなく、各労働者との間の雇用契約において

就業規則の規定についても雇用契約の一部とみなす等の規定を入れた上で対応が必要であ

る。 

実務上は、製造業等のように多くの労働者を雇用する会社は、労働者を適正に管理する観点

から就業規則を作成している会社が多い。 

 

 

 

Q19. 産休及び育休に関する規制はありますか？ 
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A. 日本と異なり、育休等に関する特別法は存在しない。産休については休暇及び休日法上

規定されており、休暇及び妊婦は産前 6 週間、産後 8 週間の有給での休暇取得が認められ

る。対象となる労働者について、勤続期間等の要件は課せられていない。取得方法について、

医療休暇と組合わせて連続して取得することも可能である（休暇及び休日法 7A 条）。 

 社会保障制度に加入している労働者については、社会保障法の適用を受け、社会保障法上

産休に関する規定が存在する。産休については休暇及び休日法と同様の内容であり、出産前

6 週間、出産後 8 週間の産休を取得する権利を有する（社会保障法 25 条、社会保障法施行

細則 96 条）。また、妊娠及び出産の場合、許可された病院又は診療所において無料で治療を

受けることができる。出産後 1 年間、子供の治療を受ける権利を有し、産休時に 1 年以上

勤務しており、かつ、6 か月以上負担を支払っている労働者は、産休期間中に平均賃金の

70％を産休給付として受給できる（社会保障法 27 条（a））。また、出産時に、出産が 1 児

の場合には平均賃金の 50％を、双子の場合には平均賃金の 75％を受給できる（同条（b））。 

妻が出産した男性は、幼児の世話のため、15 日間の休暇を取得でき、その間、妻が社会

保険加入者の場合には平均給与の 70％を受給でき、妻が非加入者の場合には、半額となる

（社会保障法 28 条、社会保障法施行細則 99 条）。 

ミャンマーにおいては、女性の労働者が多いことから、法律上の規定にかかわらず、業務

の継続性及び人材の確保の観点より、産休及び育休に関する制度を整える必要性が高い。 

 

 

 

Q20. 解雇に関する規制はありますか？ 

 

A. 日本と異なり、解雇理由に関する法令上の明確な規制は存在しない。したがって、解雇

の方法及び事由等について雇用契約書等に規定し、当該規定通りに解雇を行うことができ

る。もっとも、合理性のない解雇は認められない可能性がある。 

雇用及び技術向上法において、契約期間満了前に契約を終了させた場合の支払いについて

規定されている。労働省が通知を発布し、当該通知により補償内容を規定するとされ、当該

通知が発布された場合には、解雇時に一定額の保障を行うことが法律上求められる（雇用及

び技術向上法 5 条 4 項）。この点に関して、2015 年 7 月 3 日に労働省より 2015 年 84 号通

知が発布された。同通知によれば、労働者の勤続期間に応じて以下の解雇手当が規定されて

いる。 

(a)勤続期間が 6 か月以上 1 年未満の場合、0.5 か月分の給与の支払い 

(b)勤続期間が 1 年以上 2 年未満の場合、1 か月分の給与の支払い 

(c)勤続期間が 2 年以上 3 年未満の場合、1.5 か月分の給与の支払い 

(d)勤続期間が 3 年以上 4 年未満の場合、3 か月分の給与の支払い 

(e)勤続期間が 4 年以上 6 年未満の場合、4 か月分の給与の支払い 

(f)勤続期間が 6 年以上 8 年未満の場合、5 か月分の給与の支払い 
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(g)勤続期間が 8 年以上 10 年未満の場合、6 か月分の給与の支払い 

(h)勤続期間が 10 年以上 20 年未満の場合、8 か月分の給与の支払い 

(i)勤続期間が 20 年以上 25 年未満の場合、10 か月分の給与の支払い 

(j)勤続期間が 25 年以上の場合、13 か月分の給与の支払い 

 

 

 

Q21. 定年に関する規制はありますか？ 

 

A. ミャンマーの公務員については定年に関する規定が存在するものの、民間会社における

定年に関する法律上の規定は存在しない。実務上も、有期雇用の形態が多いため、定年を設

定していない会社も一定数存在する。 

 

 

 

Q22. 退職金の支払い義務はありますか？ 

 

A. 退職金に関して法律上支払い義務はなく、会社の任意に委ねられる。但し、会社側が契

約期間満了前に雇用契約を終了させた場合、Q20 のとおり、解雇手当を支払う必要がある。

実務上、労働者に長期間働くインセンティブを与えるために独自に退職金制度を設けてい

る会社も一定数存在する。 

 

 

 

Q23. 社会保障制度はありますか？ 

 

A. 5 人以上の労働者を雇用する会社は原則として労働者を社会保障制度に加入させなけれ

ばならない（社会保障法 11 条（a）、社会保障法施行細則 40 条）。 

社会保障制度の内容としては、①健康社会医療制度、②障害給付、老齢退職年金、遺族年

金保険制度、③失業保険制度、④その他の社会保障、⑤労災保険制度が規定されている（社

会保障法 13 条）。各制度の詳細については、第一部の第１３．社会保障法参照。 

 

 

Q24. 社会保障料はいくらですか？ 

 

社会保障に関する使用者及び労働者の社会保障料は以下の表 4 のとおりであり、いずれ

の負担率も対象労働者の月給に基づく（社会保障法施行細則 55 条）。実務上は上限の給与

額を Ks 300,000 として運用されている。 
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表 4.社会保障制度の基金の種類 

 基金の種類 負担率 

①  健康及び社会医療基金 加入時に労働者の年齢が 60 歳以内の場

合：使用者：2％、労働者：2％ 

加入時に労働者の年齢が 60 歳を超えて

いる場合：使用者：2.5％、労働者：2.5％ 

②  障害給付、老齢年金、遺族給付基金 使用者：3％、労働者：3％ 

③  失業給付金基金 使用者：1％、労働者：1％ 

④  社会保障住宅基金 労働者：25％以上 

⑤  労災保険基金 使用者：1％22 

 

使用者は、労働者が負担する社会保障料を労働者の給与から控除し、使用者が負担する

社会保障料とともに、社会保障事務所に対して支払わなければならない（社会保障法 18

条（b）、社会保障法施行細則 54 条（a））。支払時期につき、使用者は、上記①及び⑤につ

いては、社会保障法の施行日から支払を開始しなければならないものの、②乃至④につい

ては、労働省が通知により決定した日より支払いを開始しなければならず（社会保障法施

行細則 56 条、59 条）、現時点においては当該通知は発出されていない23。 

 

 

 

Q25. 労働組織は自由に作れますか？ 

 

A. 労働組織に関して、複数の階層の労働組織が予定されており、単位労働組織、タウンシ

ップの労働組織、地域又は州の労働組織、労働連盟、ミャンマー労働連合が存在する（労働

組織法 2 条（h）、表 1 参照。）。基本となる単位労働組織の組成については、30 人以上の労

働者によって結成する必要があり、かつ、関連する事業又は活動24の単位の 10％以上の労

働者からの推挙が必要となる（労働組織法 4 条（a）（i）前段、（ii））。労働者が 30 人未満の

事業又は活動の場合、同じ性質の他の事業又は活動の単位と共に結成することができる（同

                                                   

22 1 年間の労災永続障害給付受給者及び遺族給付受給者が全労働者の 5％未満の場合には、当該負担率

が継続される（社会保障法 50条、51条（a）、社会保障法施行細則 58条（a）（b））。 

次のいずれかの場合には、当該状況を継続しないよう社会保障委員会より警告を受ける。①労働者が 50

人未満の場合に災永続障害給付受給者及び遺族給付受給者が 2人以上いる場合、②労働者が 50人以上の

場合に災永続障害給付受給者及び遺族給付受給者が 5％以上いる場合。当該状況が継続した場合、負担率

は 1.5％に増加する（社会保障法施行細則 58条（c）（d））。 
23 2017年 3月 29日時点 
24 「事業又は活動とは、ミャンマー国内での国営又は民間企業の工場、事業場及び生産現場、建設業、修

繕業、工業、輸送業、サービス業その他の訓練作業を意味し、政府の部局及び組織を含む。」（労働組織法

2条（c）） 
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条（a）（i）後段）。単位は、工場、事業場、製造業等の職業である（同条（c））。労働組織は

構成員の過半数の承認を得た上で必要的記載事項を含む組合規約を作成しなければならな

い（労働組織法 10 条）。また、労働組織は登録を強制されており、登録官又は主任登録官に

登録を申請しなければならない（労働組織法 11 条(a)）。 

 

 

 

Q26. 労働組織の構成員への対応について注意すべき点はありますか？ 

 

A. 使用者は、日本と同様に、労働者が労働組織に加入していること、あるいは、労働組織

法に従って、組織活動を行い、ストライキに参加したことを理由として労働者を解雇しては

ならない（労働組織法 44 条（d））。 

また、関係する執行委員会の推薦に基づき何らかの任務を割り当てられた労働者に対し

て、別段の合意がない限り、1 ヶ月に 2 日を超えない範囲で当該任務を遂行することを容認

しなければならない。この期間については、当該労働者の本来の職務義務を遂行したものと

看做される（労働組織法 30 条）。 

さらに、使用者は、労働組織が労働者の利益のために使用者に援助を求めた場合、使用者

は可能な限り援助を与えなければならない。但し、使用者は、その財政的手段又はその他の

手段による支配又は統制の下に、労働組織の設立又は運営を促進する意図を持って、いかな

る行為も行ってはならない（労働組織法 31 条）。 

 

 

 

Q27. ストライキを行う要件はありますか？ 

 

A. ストライキとは、紛争事項に関係する生産やサービスを低下させる意図を持って、一部

又は全員の労働者の決定による労務提供の拒否、又は仕事の能率低下、その他の集団的行為

を意味する。但し、労務提供拒否によって生命や健康に突然深刻な危険をもたらす恐れがあ

ると信じる正当な理由がある場合の労務提供拒否は含まれない（労働組織法 2 条（g））。 

ストライキ権を行使するためには、所定の手続を経て行わなければならない。当該手続は

公益事業か否かで異なる。公益事業とは、運輸業、港湾業及び港での荷物運搬業、郵便、テ

レックス、ファックス業、情報・通信技術に関する事業、石油採掘・石油配送業、糞尿処理

業・清掃業、電気又は燃料の生産、配送、分配に関わる事業、金融業及び政府によって公益

事業と指定される事業をいう（同条（e））。 

公益事業以外の事業においては、労働組織は、過半数以上の構成員の賛成によって、少な

くとも 3 日前に関連する使用者及び管轄調停機関に対して予告することによってストライ

キを実行することができる（労働組織法 39 条）。予告内容として、日、場所、参加者数、方

法及び時間が要求される。 
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公益事業の場合、過半数以上の構成員の賛成に基づきストライキを行うときは、関連する

労働連盟の指令に従い、少なくともストライキの 14 日前までに関連する使用者及び管轄調

停機関に通知を行う必要がある（労働組織法 38 条（a））。また、労働者のストライキ権に

影響しない範囲内で対応し、紛争に優先すべき最低限度のサービスについて交渉し、議論し、

決定しなければならない。そのなかで、使用者と労働組織は、ストライキの期間中に補填が

必要なポストの数と種類及び仕事に残ることが求められる人員に関する合意の達成に努力

しなければならない。合意に達することができなかった場合、当該最低限のサービスは管轄

裁判所によって決定される（同条（b））。 

 

 

 

Q28. ストライキの対応時の注意点はありますか？ 

 

A. 使用者はストライキが労働組織法に従った適法なものであるかを慎重に見極めた上で

適切に対応する必要がある。 

すなわち、適法性の主な判断要素として、①当該労働組織が労働組織法に基づき登録され

た労働組織であるか（労働組織の適法性）、②ストライキを行うための手続が適切であるか

（適切な事前通知が行われているか、管轄調停機関の許可を得ているか等）（手続の適法性）、

③ストライキが賃金、福利厚生及び労働時間等の労働条件又は労働者の職務利益に関係す

るその他の事項との関連を有するか25（目的の正当性）等が挙げられる。 

適法なストライキに対しては、要求事項を確認し、他社における待遇や一般的社会水準を

考慮した上で適切に対応する必要がある。 

違法なストライキである場合、違法なストライキを行うことは認められておらず（労働組

織法 44 条乃至 47 条）、そのようなストライキに加担した労働者は罰則が科されるため（労

働組織法 51 条、52 条）、労働組織にその旨を伝え、冷静な対応を求める必要がある。また、

必要に応じ、労働省の職員等にも適切な対応を促さなければならない。 

 

 

 

Q29. 労働関連の紛争解決に関する規制はありますか？ 

 

A. 労働関連の紛争について規定した労働紛争解決法が存在する。本法は使用者と労働者と

の間の紛争（個別紛争）と使用者と労働組織との間の紛争（団体紛争）とに分けて各紛争の

解決方法について規定している。詳細については第一部第１２．労働紛争解決法参照。 

１．個別紛争の場合 

使用者又は労働者は苦情を調停機関に申し立てることができ、調停機関は、受理した紛争

                                                   
25労働組織法 40条（d）。すなわち、政治的ストライキは違法である。 
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事件を個人紛争と団体紛争とに分類する（労働紛争解決法 9 条、12 条）。個人紛争に分類さ

れ、調停機関の判断に不服がある場合、不服を有する者又は法的代理人により管轄裁判所に

訴訟を提起することができる（労働紛争解決法 23 条）。 

 

２．団体紛争の場合 

調停機関は、事件の認知日又は受理日から公休日を除く 3 日以内に調停しなければなら

ない（労働紛争解決法 24 条（a））。調停機関は、解決に至らなかった団体紛争を管轄の紛

争解決仲裁機関に移送することを当該紛争の関係者に知らせなければならない（労働紛争

解決法 25 条）。調停機関の調停に不服のある場合、管轄裁判所に訴えを提起できる（労働紛

争解決法 23 条）。 

紛争解決仲裁機関は、調停機関より移送を受けた日から公休日を除く 7 日以内に判断を

行わなければならず、判断日から公休日を除く 2 日以内に当該判断を関係者に送付しなけ

ればならない。当該判断が不可欠なサービス又は公共サービスに関する場合、労働省及び管

轄管区又は州政府に判断の謄本を送付しなければならない（労働紛争解決法 27 条）。 

いずれの当事者も、紛争解決仲裁機関の判断に不服のある場合、①両当事者により判断受

領日から公休日を除く 7 日以内に紛争解決仲裁評議会に申立てを行うか、②法律に基づき

ロックアウト又はストライキを行うことができる（労働紛争解決法 28 条）。但し、不可欠な

サービスに関する紛争解決仲裁機関の判断に不服のある当事者であれば片方の当事者のみ

であっても、判断受領日から公休日を除く 7 日以内に紛争解決仲裁評議会に申立てを行う

ことができる（労働紛争解決法 29 条）。 

紛争解決仲裁評議会は、労働紛争解決法 28 条に基づく申立の場合、申立受理日から公休

日を除く 14 日以内に判断を行わなければならず、判断日から公休日を除く 2 日以内に当該

判断を関係者に送付しなければならない（労働紛争解決法 31 条）。労働紛争解決法 29 条に

基づく申立の場合、申立受理日から公休日を除く 7 日以内に判断を行わなければならず、

判断日から公休日を除く 2 日以内に当該判断を関係者に送付しなければならない（労働紛

争解決法 31 条）。 

 

 

 

Q30. ビザに関する規制はありますか？ 

 

A.   

１．ビザの概要 

ビザに関して一般的に規定した法律は存在しない。しかし、日本人がミャンマーに入国す

る場合には、いかなる目的であっても必ず事前にビザを取得する必要がある。日本において

取得できるビザの種類は主に表１のとおりである。表１記載以外にも、留学する場合に取得

できる学生ビザや、ソーシャルビザ等も存在する。 
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表１ 

 種類 手続きの概要 滞在可能期間26 

1 観光ビザ 事前に大使館に申請又はオンライン申請 28 日 

2 入国ビザ 事前に大使館に申請又は到着時に空港27にお

いて申請 

4 週間 

3 ビジネスビザ 事前に大使館に申請、到着時に空港において

申請又はオンライン申請 

2870 日 

4 ステイパーミッ

ト 

ミャンマー入国後に申請 3 か月、6 か月、

1 年 

5 永住ビザ ミャンマー入国後に申請 5 年 

 

２．仕事上関連するビザ 

ミャンマーにおいて外国人が労働を行う場合には観光ビザではなく、労働を行うことが

認められているビザを取得しなければならない。この場合、表１のうち、①ビジネスビザ、

②ステイパーミット、③永住ビザの 3 つの選択肢があり得る。以下、各ビザの主な差異を説

明する。 

 

① ビジネスビザ 

 ビジネスビザは、一定の必要書類をミャンマー大使館に提出することにより取得できる。

同じミャンマー大使館であっても国ごとに取扱いが異なる点に留意が必要である。また、ミ

ャンマーの空港又はオンラインにおいても到着時に申請して取得できる。 

 ビジネスビザ（シングル）を 3 回以上取得すると、次回からシングルではなくマルチプル

ビザを取得でき、有効期間も 6 か月、1 年と延長される。 

 

②ステイパーミット 

 ステイパーミットは、他のビザでミャンマーに入国した上でなければ取得することがで

きない。但し、観光ビザで入国した場合には取得できない。 

 所定の申請手続きを経る必要があり、ビジネスビザと比して煩雑な手続きが必要である。 

 また、以前は、1 回目は 3 か月間、2 回目は 6 か月間、3 回目に 1 年間有効なステイパー

ミットを取得していたが、現在、1 回目の申請は原則として 6 か月間有効なステイパーミッ

トを取得できるようになっている。しかし、イミグレーションオフィスの担当職員の裁量に

よるところも大きく、1 回目の申請時に常に 6 か月間有効なステイパーミットというわけで

はなく、1 年間有効なものを取得できる場合もある。ビジネスビザと異なり、有効期間内で

あれば外国に出国する必要はない。 

                                                   
26 在日本ミャンマー大使館ホームページ 
27 ミャンマー内の全ての空港で取得できるわけではなく、取得できる空港はヤンゴン国際空港等のいくつ

かの空港に限定されている。 
28 4週間以上の期間が認められた事例も存在する。 
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 ステイパーミットの申請はミャンマーにおいて勤務する駐在者本人のみならず、同行す

る家族も併せて申請が可能である。 

 90 日以上ミャンマーに滞在する外国人は、外国人登録証 (Foreigner Registration 

Certificate (以下、「FRC」という。) を申請しなければならない。FRC は、毎年 12 月 1 日

から 12 月 31 日の間に、更新料 9 ドルを支払って更新しなければならない。もっとも、12

月 31 日を過ぎたとしても、更新料 18 ドルを支払い更新することができる。12 月中ミャン

マー以外に滞在していた外国人は、ミャンマーに入国したときに、更新料 9 ドルを支払い

FRC を更新しなければならない。 

 

③永住ビザ 

 2014年 11月 18日に永住ビザを認める通知（Notification of the Ministry of Immigration 

and Population No.1/2014）が発布された。誰もが当該通知に基づき永住ビザを取得できる

わけではなく、取得できる者は、①熟練専門家、②投資家、③ミャンマー人と関係を有する

者、④ミャンマーの長期的利益のために支援を行う者に限定されている。さらに、通知に規

定されている一定の要件を満たさなければならない。 

 永住ビザの有効期間は名称と異なり、永久ではなく、5 年間と規定されている。申請料は

他のビザと比して高額であり、申請時に 500 ドル支払わなければならない。また、永住ビ

ザを取得した場合、1 年当たり 1,000 ドルを支払わなければならない。 

 

３．ビザに関するその他の通知等 

投資企業管理局は、2017 年 10 月 19 日、同局ホームページ上で、①ミャンマーで設立さ

れた外国会社の取締役及びその家族、②外国会社及びミャンマー会社に雇用されている技

術者及びその家族に対するステイパーミット及びビザの延長手続きについて、アナウンス

メント29を発表した。  

同アナウンスメントの注目点として、①ステイパーミット及びビザの申請において、外国

人技術者の資格証明の提出が求められるようになったこと、②ビザ有効期限の 3 週間前ま

でに申請をしなければならないと明記されていることがあげられる。  

 

 

 

Q31. 外国人の雇用に関する規制はありますか？ 

ミャンマー投資委員会は、2017 年 10 月 19 日及び 2017 年 11 月 15 日、投資企業管理局

ホームページ上で、外国人専門家の任命にかかる手続について、アナウンスメント3031を発

                                                   
29 https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/visa_notification_eng.pdf 
30 https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/foreign_experts.pdf 
31 https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/foreign_expert_explanation-

_english_revised.pdf 

 

https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/foreign_experts.pdf
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表した。同アナウンスメントの内容は以下の通りである。  

・ミャンマー投資委員会から投資許可を受けている投資家が、外国人を、シニアマネジ

メント、技術専門家又はコンサルタントとして任命する場合は、最新の四半期業績報

告、資格又は学位証明書、履歴書等の必要書類を提出して、ミャンマー投資委員会に

許可を求めなければならない。 

・許可申請は、当該外国人が入国してから7営業日以内になされなければならない。入

国前に許可申請することも可能である。

・任命を受けた外国人が、退職しミャンマーを離れる場合、会社は航空券の写し及び退

職承認書を提出しなければならない。
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第三部 参考資料 

 

① Ministry of Labour, Immigration and Population のホームページ

（http://www.mol.gov.mm/en/）に以下の 6 つの法律の英文が掲載されている。 

・労働組織法（The Labour Organization Law, 2011） 

・労働紛争解決法（The Settlement of Labour Dispute Law, 2012） 

・社会保障法（The Social Security Law, 2012） 

・社会保障規則(The Social Security Rule, 2012) 

・雇用及び技術向上法（The Employment and Skill Development Law, 2013） 

・賃金支払法（The Payment of Wages Law, 2016） 

 

② The Supreme Court of Union of Myanmar のホームページ

（http://www.unionsupremecourt.gov.mm/）において Burma Code V のダウンロードが

可能であり、以下の 2 つの法律の英文が掲載されている。 

・労働者災害補償法（The Workmen’s Compensation Act, 1923、Burma Code V） 

・旧賃金支払法（The Payment of Wages Act, 1936、Burma Code V） 
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レポートをご覧いただいた後、アンケート（所要時間：約 1 分）にご協力ください。 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20170111 
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